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2016年会社法 
 

 

株式会社 
 

 

ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッド 

 

定款 
 

 

 

 序文 
  

    

1. 当社は、ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バーハッドと称する。  名称 

    

2. 当社の登録事務所をマレーシアに置く。  登録事務所 

    

3. 当社は、以下の目的を含むがこれらに限定されない、法律上禁止されていな

い事業又は活動を実行し又は引き受けるための完全な能力を有するものと

し、またかかる目的のために、これらの事業又は活動を実行、達成又は遂行

するための完全な権利、権能及び特権を有するものとする。 

 能力・非限定

的権能 

    

 (1) 投資持株会社としての事業を実行すること、及びかかる目的のた

め、以下の各号を行うこと。 

  

     

  (a) 当社又はノミニーのいずれかの名義において、世界中のいず

れかの国の会社、政府又はその他の当局が発行又は保証する

株式、社債、債券、手形、債務及び証券を引き受け、又はそ

の他の方法によりこれらを取得及び保有すること。 

  

      

  (b) その保有形態を問わずいずれかの土地、建物若しくは財産、

又はマレーシア国内外の土地若しくは財産からの利益、又は

有形無形を問わずあらゆる形態の資産若しくは財産を購入、

交換若しくはその他の方法により取得すること。 

  

      

  また、持株会社として行為し、当社が所属若しくは参加する企業グ

ループ又は当社が何らかの方法で支配若しくは関係する企業グルー

プの方針及び経営を調整すること、これらのために財務上の援助を

行い、及び/又は事務管理、経営、管理、秘書若しくは会計業務若し

くはスタッフ、事務所用設備又は社会若しくは福祉サービス及び施

設を提供すること、並びに当該企業グループに属する会社が営む事

業の効率及び収益性を促進し、又は促進する可能性がある一切の事

項を行うこと。 

  

     

 (2) とりわけ建築目的による設計・準備、建物の建設、装飾、保守、造

作及び建具類取付を行うこと、並びに建物の植栽、舗装、排水工事

及び改良を行うこと、並びに建設業者、テナント及びその他の者に

対して資金を貸し付け、あらゆる種類の契約及び協定を締結するこ

とにより、当社が取得した、又は当社が利益を有する土地を開発

し、利用すること。また、これらの建物を現金又は分割払いで売却

すること。 
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 (3) 当社が提案する行為の実施及び取引の開始を含む事業又は活動を実

行又は遂行すること、これに付随するその他一切の事項を行うこ

と、並びに法人としての全ての機能、権利、権能及び特権を行使す

るための完全な能力を有すること。 

  

     

 本定款において、「会社」とは、当社に言及して使われる場合を除いて、法

人組織であるかを問わず、また、マレーシアに所在するか否かを問わず、パ

ートナーシップその他の団体を含むものとし、さらに、本定款の各項に規定

された当社の目的は、それぞれ独立した目的とみなされ、よって、各項にお

いて別段の表示のない限り、他の条項に対する言及又は、他の項の類推適

用、又は当社の名称によって制限又は制約されるものではなく、それぞれの

条項が別個の独立した会社の目的を定義するものとして広義に解釈され、完

全かつ広範なものとして取扱われるものとする。 

  

    

4. 株主の責任は有限である。  株主の責任 

    

 定義及び解釈   

    

5. (a) 本定款において、文脈上他の意味に解すべき場合を除き、以下の各

語は以下の意味を有する。 

 定義 

     

  語  意味   

       

  会社法(Act) - 2016年会社法(The Companies Act, 2016)並びに

同法の改正、修正又は再制定、及び同法から

委任を受ける現時点において効力を有するそ

の他の法律。 

  

       

  適 用 法 令
(Applicable Laws) 

- 当社に対して影響のある当該時点において効

力を有する全ての法律、条例、規制、規則、

命令及び/又は訓令（会社法、上場規則、証券

法、及び当社に対して影響があり、当該時点

において効力を有する会社に関するその他の

法律、並びに関連する規制機関及び/又は当局

により当社に課されるその他の指令又は要件

を含むがこれらに限定されない。）。 

  

       

  条(Article) - 当初策定され、又は随時特別決議により変更

される本定款の規定。 

  

       

  授 権 ノ ミ ニ ー
(Authorised 

Nominee) 

- 本規則の下で定めるところに従いノミニーと

して行為することを授権された者。 

  

       

  会 長 / 副 会 長
(Chairman/ 

Deputy Chairman) 

- 取締役会会長/副会長。   

       

  当社(Company) - ワイ・ティー・エル・コーポレーション・バ

ーハッド（会社番号 92647-H）。その後の名称
変更の有無を問わない。 

  

       

  預 託 機 関 法
(Depositories Act) 

- 1991 年証券業（中央預託機関）法(Securities 

Industry (Central Depositories) Act, 1991)。その
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後の改正及び再制定を含む。 

       

  預託者(Depositor) - 預託機関により開設された証券口座の保有

者。 

  

       

  預 託 機 関
(Depository) 

- ブルサ・マレーシア・デポジトリー・センド

リアン・バーハッド。 

  

       

  取締役(Directors) - 当社の当該時点における取締役。   

       

  証 券 取 引 所
(Exchange) 

- ブルサ・マレーシア・セキュリティーズ・バ

ーハッド又は随時用いられるその他の名称。 

  

       

  免除された授権

ノミニー(Exempt 

Authorised 

Nominee) 

- 預託機関法の第 25A(1)の規定の適用を免除さ

れている授権ノミニー。 

  

       

  株主総会 (general 

meeting) 

- 株主総会。   

       

  上場規則 (Listing 

Requirements) 

- 証券取引所の上場規則及び当該規則につき随

時行われる変更及び修正を含む。 

  

       

  株式市場取引日
(market day) 

- 証券取引所の株式市場が証券取引につき営業

を行う日。 

  

       

  株主(Member) - 当該時点において当社の株式を保有している

者であって、その氏名又は名称が株主名簿に

記載されている者（預託機関法第 35 条に基づ

き預託者名簿に名称が記載されている預託者

を含むが、受動的受託者としての資格におけ

る預託機関を除く。）。 

  

       

  事務所(Office) - 当社の当該時点における登録上の事務所。   

       

  預 託 者 名 簿
(Record of  

Depositors) 

- 預託機関が当社に対し本規則第 24.0 章の下で

提供する名簿。 

  

       

  株 主 名 簿
(Register of  

Members) 

- 会社法に従い保管される当社の株主の名簿。   

       

  会 社 登 記 局
(Registrar of  

Companies) 

- 2001 年マレーシア会社登記所法第 20A(1)に基

づき指定された会社登記局。 

  

       

  本規則(Rules) - 預託機関規則及び当該規則につき随時行われ

る修正又は変更。 

  

       

  社印(Seal) - 当社の社印。   

       

  秘書役(Secretary) - 当該時点において当社の秘書役の職務を遂行

する目的で選任された者。 

  

       

  証券(securities) - 当社の株式又は社債をいい、当該株式又は社   
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債に関する権利、オプション又は利益を含

む。 

       

  証 券 口 座
(Securities 

Account) 

- 預託機関が預託者のために証券の預託の記録

及び預託者による当該証券の取引を目的とし

て開設する口座。 

  

  証券法 (Securities 

Laws) 

- 上場規則において定める意味を有する。   

     

 (aa) 本定款において別段の定義がない限り、適用法令において定義され

ている用語及び表現は、文脈上許容される限りにおいて、本定款に

おいても同一の意味を有するものとする。 

  

     

 (ab) 法又は法の規定への言及は、これらの変更、再制定又はその他の統

合、及びこれらに基づき制定される規制、規則、命令又はその他の

法規命令を含むとみなされるものとする。 

  

     

 (ac) 書面について言及する表現は、反対の意思表示がない限り、印刷、

リソグラフィ、写真及びその他可視的な形式又はその他の様式若し

くは形式による語句、文字、数字若しくは印の表示又は再生方法に

対する言及を含むものと解釈される。尚、ハードコピーによるか、

又は電子通信若しくは、文書・情報へのアクセスを容易にし、かつ

書面、電子若しくは可視的な形式により再生することを容易にする

その他の方法により送信された電子的形式によるかを問わない。 

  

     

 (ad) 電子通信について言及する表現は、反対の意思表示がない限り、電

子的形式による文書又は情報を、適用法令により許容されるところ

に従い受取人の電子メールアドレス若しくは番号に対して電子的手

段により交付することを含むが、これらに限定されないものとす

る。 

  

     

 (b) 主題又は文脈に矛盾しない限り、  解釈 

     

  (i) 単数形のみを意味する語は、複数形を含むものとし、その逆

も同様とする。 

  

      

  (ii) 男性形のみを意味する語は、女性形及び中性形を含むものと

し、その逆も同様とする。 

  

      

  (iii) 人を意味する語は、企業、パートナーシップ、法人及び会社

を含む。 

  

      

 (ba) 本定款中の見出し及び欄外の注はあくまで参照の便宜上挿入されて

いるものであり、本定款の規定の解釈及び構成に影響を及ぼさな

い。 

  

     

 (bb) 本定款において、ある行為をなすべき又は省略すべき最低期間の定

めがあり、かつそれが適用法令によって要求される最低期間より短

い場合には、本定款に定める最低期間は、適用法令によって要求さ

れる最低期間に引き上げられるものとする。 

  

     

 (bc) 本定款において、ある行為をなすべき又は省略すべき最長期間の定

めがあり、かつそれが適用法令によって要求される最長期間を超え

る場合には、本定款に定める最長期間は、適用法令によって要求さ

れる最長期間に短縮されるものとする。 
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 株式   

    

6. 原始資本又は増資部分にかかる株式は、数種類に分類され、配当、資本、議

決又はその他に関する優先、後配又はその他の特別な権利、特権、条件若し

くは制限がそれぞれ付される場合がある。 

 株式の種類 

 

    

7. 本定款第 6条の規定に従い、当社は増資又は減資をする権利、株式を併合又

は分割し、特別な権利、優先権若しくは特権を付し、又は特別な条件に基づ

き、若しくは、特別な指定なく、当初の資本又は追加資本の全部又は一部を

全額又は一部払込済株式として発行し、また、適宜当社の規則に従い、当該

権利、特権、条件又は指定を変更、修正、振り換え、廃止又は取扱う権利を

有する。 

 株式資本の変

更 

    

8. 取締役は、既存の株式又は種類株式の保有者に既に付与されている特別の権

利を損なうことなく、また本定款、適用法令及び当社の決議の規定に従い、

取締役が決定するところに従い、特定の人に対し、特定の価格で、特定の条

件に基づき、特定の優先的、劣後的又はその他の特別の権利を伴って、ま

た、特定の制限に従い、特定の時期において、特定の株式を発行し、割り当

て、又はその他処分することができる。但し、以下の各号を条件とする。 

 株式割当 

    

 (a) 普通株式以外の種類株式に付された権利が、本定款及び決議におい

て明示されていること。 

  

     

 (b) 株主に対して比例按分して株式を発行する場合、又は株主が現金配

当を新株に再投資することを可能にする連続募集若しくはスキーム

に基づく場合を除き、当社のいかなる株式又はその他の転換証券

も、株主が株主総会において当該取締役に対する特定の割当を承認

していない限り、取締役に対して発行されないこと。 

  

     

9. 適用法令に従い、優先株式は、普通決議による承認をもって、当該優先株式

が償還される、又は当社の選択により償還責任を伴うという条件で発行され

ることができる。当社は、種類株主総会において既存の優先株主の同意を得

ない限り、既発行の優先株式より上位の優先株式を発行してはならないが、

既発行の優先株式と同順位の優先株式を発行することができる。 

 

優先株主は、通知、報告及び監査済財務諸表の受領並びに当社の株主総会へ

の出席に関して、普通株主と同一の権利を有するが、下記の各場合において

のみ議決権を付与される。 

 優先株主の権

利 

    

 (a) 株式の配当又は配当の一部が、6ヶ月を超えて遅滞した場合。   

     

 (b) 当社の株式資本につき減資を行う旨の提案があった場合。   

     

 (c) 当社の財産、営業及び事業の全部の処分に関する提案があった場

合。 

  

     

 (d) 株式に付された権利に影響を及ぼす提案があった場合。   

     

 (e) 当社を清算する旨の提案があった場合。   

     

 (f) 当社の清算期間中。   

     

10. 償還可能な優先株式資本以外の優先株式資本の返済又は優先株主の権利の変

更は、本定款において定められる種類株式の権利の変更についての規定に従

ってのみ行われる。 

 優先株式資本

の返済 
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11. 株式資本が異なる種類の株式に分割されている場合はいつでも、いずれかの

クラスに付された権利は（当該種類株式の発行条件に別段の定めがある場合

を除き）、当社が解散の手続き中であるか否かを問わず、当該種類株式の議

決権総数の 75％以上を表する株主の書面による同意、又は当該種類の株主

の別個の株主総会において可決された特別決議の承認をもって変更すること

ができる。 

 

株主総会に関する会社法及び本定款の規定が、種類株式の権利の変更を承認

するために招集された種類株主総会について準用される。但し、定足数は以

下のとおりとする。 

 種類株式の権

利の変更 

    

 (a) 延会以外の総会の場合、発行済種類株式（自己株式として保有され

る当該種類株式を除く。）の 3分の 1以上にあたる、当該種類株式を

保有する者２名とし、本人又は代理人が出席する。本人又は代理人

が出席した当該種類株式の保有者は、投票表決を要求することがで

きる。 

  

     

 (b) 延会の場合、本人又は代理人が出席した当該種類株式を保有する者

１名。 

  

     

 各特別決議について、特別決議に関する会社法の規定が準用される。 

 

当該種類株式の議決権総数の 10％以上を表する株主が、上記の権利変更後

30 日以内に裁判所に対して当該変更を無効とするよう申し出た場合、当該

種類株式の権利の変更は、これが無効とされない限り、当該申し出が最終的

に決定された時点で効力を生じる。かかる申し出が行われなかった場合、当

該権利の変更は、当該権利変更の実施後 30 日が経過した時点で効力を生じ

る。 

  

    

12. 優先権又はその他の権利を付されて発行された種類株式の保有者に付与され

る権利は、当該種類株式の発行条件において別段の明示的規定がない限り、

当社の利益又は資産への参加に関して一部又は全部の点で同順位である更な

る株式の組成又は発行により変更されるものとはみなされない。 

 別段の明示的

規定がない限

り、同順位の

株式の追加発

行が権利変更

にはあたらな

いこと 

    

13. 当社は、当社の株式又は現金を直接又は間接的に、当社の株式を、無条件又

は条件付きで、引き受け若しくは引き受けることに同意する者、又は当社の

株式の引受を周旋し若しくは周旋することに同意する者に対する手数料の支

払に充当することができる。但し、手数料の利率及び上記の者が当該手数料

を得て引き受けることに同意した株式の数は、会社法により要求される方法

により開示され、手数料は、株式の発行価額の 10％を超えないものとす

る。また、当社は、株式の発行について適法な仲介料を支払うことができ

る。 

 株式引受手数

料 

    

14. 会社法において定める条件又は制限に従い、工場若しくは建物の建設費用又

は長期にわたり収益を上げることができないプラントへの提供の費用を賄う

ための資金調達を目的として株式が発行される場合、当社は、当該時点にお

いて払込済の株式資本の金額に対する利息又は収益を支払い、建設又は提供

の費用の一部として株式資本に対して支払われた利息又は収益を請求するこ

とができる。 

 建設中の株式

資本に対する

利息 

    

15. 法律上要求される場合を除き、いかなる者も、株式を信託に基づき保有して

いるものとしては当社により認識されない。当社は、エクイティ上、未確定

的、将来的若しくは部分的な株式に関する利益又はその他登録上の保有者の

その全体に対する絶対的権利以外の株式に関する権利に拘束されること、あ

 認識されない

信託 
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るいは（通知を受けた場合であっても）これを認識することをいかなる態様

によっても要求又は強制されない。 

    

16. 適用法令に別段の定めがある場合を除き、当社は、預託機関又は規制当局の

指示により、当該株式若しくは証券に対する権利を有する者の証券口座に株

式若しくは証券が貸記されるまでの間、又は預託機関法及び本規則の定める

ところに従い、預託機関のために、株式若しくは証券について高額証券を発

行することができる。但し、全ての株券は、取締役が随時定める形式の株式

印章又は社印（もしあれば）に基づいて発行し、取締役１名以上と別の取締

役、秘書役又は取締役がかかる目的のために任命したその他の者の手書き又

はファクシミリ（又はその他の機械的若しくは電子的手段、若しくは取締役

が随時決議において指定するその他の手段）による署名を付し、その関係す

る株式若しくは証券の数及び種類を明記するものとする。 

 株券 

    

17. 適用法令に従い、当社は、株主総会において可決された普通決議をもって、

自己株式を購入し、適用法令に従いかかる株式を取り扱う権限を、取締役に

対して付与することができる。 

 株式の買戻 

    

 株式払込請求   

    

18. 取締役は、取締役が適切だと考えるところに従い、株式について支払われて

おらず、かつその割当条件において一定の時期に支払われるものとされてい

ない金額に関して、株主に対し随時払込請求を行うことができる。割当条件

に基づき一定の時期に支払われる場合を除き、支払の日時、時期又は場所を

明記した通知を少なくとも 14 日前までに受領することを条件とし、各株主

は、自己の株式に対し行われた払込請求の金額を、取締役に対し、上記の通

知において明記された時点、時期又は場所において支払うものとする。払込

請求は、取締役が決定するところに従い、取り消され又は延期されることが

ある。 

 取締役が払込

請求を行うこ

とができるこ

と 

    

19. 払込請求は、当該払込請求を承認する取締役の決議が可決された時に行われ

たものとみなされ、また当該決議により、払込請求に対する支払を分割で行

うことを許可することができる。いかなる株主も、自己が保有する全ての株

式について当該時点において払込義務を負う全ての払込請求に対し、利息及

び経費（もしあれば）と併せて支払うまで、株主として配当を受領し、特権

を行使する権利を有しない。 

 払込請求が行

われたとみな

される時点及

び払込実行ま

で配当権又は

議決権が存在

しないこと 

    

20. 株式に対して払込請求が行われた金額がその払込に指定された日付までに支

払われない場合、当該金額を支払うべき者は、当該金額に対する利息又は補

償金を、払込に指定された日付から支払済まで、取締役が決定する年 8％を

超えない利率で支払うものとする。但し、取締役は、当該利息又は補償金の

全額若しくは一部の支払を自由に宥恕することができる。 

 未払の払込請

求に対する利

息 

    

21. 株式の発行条件により、割当時又は指定期日に払込義務が生じる金額は全

て、本定款の目的のため、発行条件により株式の払込義務が生じた日付に適

切に請求され、払込義務が生じる払込請求とみなされる。払込が行われない

場合、利息及び経費の支払、失権等に関する本定款の全ての関連規定は、当

該払込金額が、適切に請求され通知された払込請求により払込義務を生じた

場合と同様に適用される。 

 発行条件を払

込請求として

扱うことがで

きること 

 

    

22. 取締役は、株式の発行にあたり、払込請求金額及び当該払込請求の支払時期

に関して、株主間で異なる取決めを行うことができる。 

 払込請求の相

違 
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23. 取締役は、取締役が適切だと考える場合には、保有株式について未請求かつ

未払いの金銭の全部又は一部の前払を希望する株主からこれを受領すること

ができる。取締役は、当該前払金の全部又は一部について、（前払されなけ

れば、払込義務が生じていた時まで）取締役と前払金を支払う株主との間で

合意された、年 8％を超えない利率に基づき、利息を支払うことができる

（当社が株主総会において別段の指示をした場合を除く。）。払込請求前に

株式につき支払われた資本は、利息を付すとともに、利益分配に参加する権

利を付与されない。清算期間中を除き、払込請求前に支払われた金額は、前

払されていなければ払込義務が生じていた時まで、払込が行われた株式につ

き全額払い込まれたものとして扱われない。 

 払込請求の前

払が可能であ

ること 

    

 リーエン（先取特権）   

    

24. 当社は、全ての株式（全額払込済株式を除く。）に対して第一優先リーエン

を有し、かかるリーエンは、金銭の払込義務が生じたが未払いである特定の

株式に対する未払の払込請求及び分割払込金、並びに株主又は死亡した株主

の株式に関して当社が法律上払込を請求され、かつ支払済の金額に制限され

る。株式に対する当社のリーエン（もしあれば）は、株式に対して支払われ

る全ての配当及びかかる株式に対して又は関して支払われるべきその他の金

銭に及ぶ。取締役は、いずれかの株式について本条の規定の全部又は一部を

免除する旨をいつでも宣言する事ができる。 

 当社の株式に

対するリーエ

ン 

    

25. 当社は、取締役が適切だと考える方法により、当社がリーエンを有している

株式を売却することができる。但し、いかなる売却も、当該リーエンが存在

する金額につき払込義務が生じ、かつ、リーエンが存在し、払込義務が生じ

た金額の支払について記載及び要求する書面による通知が当該株式の当該時

点における登録株主又は当該登録株主の死亡若しくは破産により当該株式に

対する権利を付与された者に対して付与された後 14 日を経過した時点で当

該支払に不履行が生じるまで、実行されない。 

 売却によりリ

ーエンを実行

できること 

    

26. 上記売却を実行するために、取締役は、いずれかの者に対し、売却株式をそ

の買主に譲渡する権限を授権することができる。買主は、当該譲渡に含まれ

る株式の保有者として登録されるものとし、また取締役は、買取金の充当を

処理することを要せず、株式に対する買主の権利は、売却に関する手続にお

けるその不正又は無効により影響されない。 

 取締役が譲渡

を実行できる

こと 

    

27. 上記売却及び売却の試みに係る全ての費用金額支払後の売却手取金は、当社

によって受領され、かつ、リーエンが存在し、払込義務が生じた金額の支払

に充当されるものとし、残余金は、当該売却日において当該株式を受領する

権利を有する者又はその遺言執行人、遺産管理人若しくは遺産譲受人又はか

かる者による指示を受けた者に対し、払込義務が生じていない金額につき、

売却前に当該株式について存在している同様のリーエンに従い支払われる。 

 売却手取金の

充当 

    

 株式保有の情報   

    

28. (a) 当社は、書面による通知をもって、株主に対し、通知に特定する合理

的な期間内に、下記の行為をなすことを要求することができる。 

 当社が株主に

関する情報を

要求できるこ

と     

  (i) 当社に対し、当該株主が実質株主又は受託者として当社の議決

権付株式を保有しているか否かの別を通知し、及び 

 

      

  (ii) 当該株主が受託者として当該株式を保有している場合には、可

能な限り、当該株主が保有する当該株式の実質株主を、氏名・

名称並びにその他当該実質株主を特定することができるのに十

分な詳細をもって示し、当該実質株主の利益の性質を示すこ
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と。 

      

 (b) 本条に基づきある者に対して付与された通知に従い、他の者が当社

の議決権付株式に関する利益を有している旨を当社が知らされた場

合、当社は、書面による通知をもって、当該他の者に対し、通知に

特定する合理的な期間内に、下記の行為をなすことを要求することが

できる。 

 当社が受益権

に関する情報

を要求できる

こと 

     

  (i) 当社に対し、当該他の者が実質株主又は受託者として当該利益

を有しているか否かの別を通知し、及び 

  

      

  (ii) 当該他の者が受託者として当該利益を有している場合には、可

能な限り、当該者が有する当該株式の実質株主を、氏名・名称

並びにその他当該実質株主を特定することができるのに十分な

詳細をもって示し、当該利益の性質を示すこと。 

  

      

 (c) 当社は、書面による通知をもって、株主に対し、通知に特定する合理

的な期間内に、当社に対して自らが保有する当社の議決権付株式に

付随する議決権が当該株主による権利行使を支配する権利を別の者

に付与する内容の契約又は取決めの対象となっているか否かの別を

通知し、そうである場合には、当該契約又は取決めの詳細及び当事

者を示すことを要求することができる。 

 株主から当社

への通知 

    

 株式譲渡   

    

29. 当社の上場証券又は上場種類証券の譲渡は、本規則に基づく預託機関による

帳簿記入により行われ、会社法第 105条、第 106条又は第 110条に拘らず、

但し会社法第 148条(2)及び会社法第 148条(1)に基づく免除に従い、当社は、

上場証券の譲渡を登録し及び実行しない。 

 証券の譲渡 

    

30. いかなる状況においても、乳児、破産者又は精神障害者に対して株式を譲渡

してはならない。 

 禁止される譲

渡 

    

 株式の相続等   

    

31. 株主が死亡した場合、死亡者の法定代理人を、死亡者の株式に関する利益に

対する権原を有する者として当社が承認する唯一の者とする。但し、本定款

に含まれるいかなる規定も、死亡した株主が保有していた株式に関する責任

を、死亡した株主の遺産から免除しない。 

 株主の死亡 

    

32. 株主の死亡又は破産の結果として株式に対する権利を取得したいかなる者

も、預託機関が随時適切に要求する証拠を提出して、かつ、本規則及び以下

に定めるところに従い、当該株式の保有者として当該権利取得者本人を登録

させるか、又は当該権利取得者が指名する者を当該株式の譲受人として登録

させるかのいずれかを選択することができる。但し、預託機関は、いずれの

場合も、当該株主が死亡又は破産前に株式を譲渡していれば有していたであ

ろうものと同一の、登録を拒絶又は停止する権利を有する。 

 死亡又は破産

株主の株式 

    

33. 前条で言及されている者を株主として登録する際、かかる者に対し、登録株

主が死亡又は破産していなかった場合に有していたであろうものと同一の配

当その他の利得及び権利（株主総会に関してか議決権その他に関してかを問

わない。）を受領する権利が付与される。 

 権利を有する

者が配当等を

受領できるこ

と 
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 海外名簿からの証券の移転   

     

34. (a) 当社の証券が他の証券取引所に上場し、かつ  名簿間の証券

の移転 

     

 (b) 当社が、当該証券に関して、本規則の下で、預託機関法第 14 条又は

1998 年証券業（中央預託機関）（改正）法第 29 条（場合による。）

の遵守を免除された場合、 

  

     

 当社は、証券保有者の要求に応じて、当該証券保有者により保有されている

証券を、当該他の証券取引所の管轄において当社の証券登記係により維持さ

れる保有者名簿から、マレーシアにおいて当社の証券登記係により維持され

る保有者名簿へ移転すること、及び、その逆を行うことを許可する。但し、

当該証券の所有権の変動は生じない。 

  

    

 株式の失権   

    

35. 株主が払込期日に払込請求又は分割払込請求の全部又は一部を支払わない場

合、取締役は、その後いつでも、払込請求若しくは分割払込請求又はそれら

の一部が未払いである間、当該株主に対し、未払いの払込請求若しくは分割

払込請求又はそれらの一部を、当該不払を理由として発生する利息又は補償

金とともに支払うことを要求する通知を送達することができる。 

 払込請求の通

知 

    

36. 通知は、通知によって要求される支払の最終日（通知の送達日から 15 日目

以降）を指定し、指定された時までに、指定された場所において支払が行わ

れない場合には、当該払込請求が行われた株式が、失権となることを記載す

る。 

 通知の詳細 

    

37. 前記の通知の条件が遵守されない場合、当該通知が行われた株式は、その後

いつでも、当該通知により要求される支払が行われるまで、取締役の決議に

より失権とすることができる。当該失権は、失権された株式に関して宣言さ

れたが失権前に実際に支払われていない全ての配当を含む。取締役は、本定

款に基づき失権される可能性のある株式の譲渡を認めることができる。 

 取締役の決議

により失権さ

れる株式 

    

38. 株式が本定款に基づき失権された場合、失権の通知は、当該株式の保有者又

はその死亡若しくは破産により当該株式の権利を取得した者（場合によ

る。）に付与され、いかなる失権も、いかなる方法によっても、当該通知の

付与の不作為又は怠慢によって無効とされることはない。 

 失権の通知の

付与 

 

    

39. 前記のとおりに失権された株式は、当社の財産となるものとし、当該失権若

しく放棄の前に当該株式の保有者であった者又はその他の者のいずれかに対

し、取締役が適切だと考える条件及び様態に基づき、売却、再割当又はその

他の処分をすることができ、当該失権は、当該売却又は処分の前のいつで

も、取締役が適切だと考える条件に基づき取り消すことができる。 

 失権の取消 

    

40. 株式の失権を受けた者は、失権された株式に関しては株主としての地位を失

うものとする。但し、これに拘らず、かかる者は、当社に対し、失権又は放

棄の日に、かかる者が当該株式に関して当社に支払うべき全ての金銭を、取

締役がかかる利息又は補償金を強制することが適切だと考える場合には、当

該時点において支払われていない金銭つき、年利 8％又は適用法令の下で許

容され、失権の日から起算すべきであると取締役が判断するその他の利率に

よる利息又は補償金とともに支払う責任を負う。但し、かかる者の責任は、

当社が当該株式に関する全ての金銭の支払いを受けた時に消滅する。 

 失権株式に関

する株主の責

任 
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41. 当社は、失権又は放棄された株式について、その売却又は処分の際に与えら

れる対価（もしあれば）を受領することができる。本規則に従うことを条件

として、当社は、株式の失権又は放棄及び売却又は処分を受けた者のため

に、及びその者に代わって、預託機関に対し、当該株式の売却又はその他の

処分を受けた者の証券口座に当該株式を移転することを要求することがで

き、かかる者は、それに基づいて当該株式の保有者として登録されるものと

し、当該株式に対するかかる者の権利は、当該株式の失権、売却又はその他

の処分に関する手続におけるその不正又は無効により影響されない。失権さ

れ、売却又は処分された株式売却代金の、未払いの払込請求又は分割払込請

求並びに経過利息及び経費の弁済後の残金は、直ちに、株式の失権を受けた

者又はかかる者の遺言執行人、遺産管理人若しくは譲受人又はかかる権利者

が指示する者に対し支払われる。 

 失権株式の売

却の手順 

    

42. 株式の失権は、当該株式に関する当社に対する全ての権利並びに全ての請求

及び要求並びにその他株式の失権を受けた株主と当社との間における当該株

式に付随する全ての権利及び責任（当該権利及び責任のうち、本定款により

明示的に保護され、又は適用法令により過去の株主の場合において付与さ

れ、若しくは課されるもののみを除く。）の終了をもたらす。 

 失権の結果 

    

43. 取締役又は秘書役による、当社の株式が当該誓約において述べられた日付に

適切に失権された旨の書面による誓約は、当該株式の権利を有するものと主

張する全ての者に対して、当該誓約において述べられた事実についての確定

的な証拠とする。 

 失権の証拠及

び売却の有効

性 

    

44. 本定款の失権に関する規定は、株式の発行の条件に基づきある時点において

払込義務のある金額の払込が行われない場合に、適切に請求され通知された

払込請求に基づき払込義務が生じたかのように適用されるものとする。 

 失権に関する

規定が株式の

発行時に払込

義務が生じる

金額の不払に

適用されるこ

と 

    

 株式の無額面株式への転換   

    

45. 当社は、株主総会において可決された普通決議により、全額払込済株式を無

額面株式に転換し、無額面株式を任意の数の全額払込済株式に再転換するこ

とができる。 

 株式の無額面

株式への転換

及び再転換 

    

46. 無額面株式の保有者は、無額面株式が発生した元の株式が転換前に譲渡され

た場合と同一の様態により、又は状況により許容される限りで類似の条件に

より、当該無額面株式又はその一部を譲渡することができる。但し、取締役

は随時、譲渡可能な無額面株式の最低額を設定し、当該最低額に満たない端

株の譲渡を制限又は禁止することができる。 

 無額面株式の

譲渡 

    

47. 無額面株式の保有者は、保有する無額面株式の金額に応じて、当社の配当、

株主総会における議決及びその他の事項に関して、無額面株式が発生した元

の株式を保有していた場合と同一の権利、特権及び利点を有する。但し、い

かなる当該権利、特権又は利点も（当社の配当及び利益分配への参加並びに

清算時における財産分配への参加を除く。）、株式として存在していれば当

該権利、特権又は利点を付与しなかったであろう無額面株式の一部について

は付与されない。 

 無額面株式の

保有者の参加 

    

48. 本定款のうち、全額払込済株式に適用されるものは、無額面株式に適用さ

れ、当社の定款における「株式」及び「株主」という語は、「無額面株式」

及び「無額面株主」を含むものとする。 

 全額払込済株

式に適用ある

規定が無額面

株式に適用さ

れること 
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 増資   

    

49. 当社は、随時、当該時点において発行されている全ての株式が全額払い込ま

れているか否かの別を問わず、普通決議により、新株の組成及び発行による

株式資本の増資を行うことができるが、当社が当該増資を授権する決議によ

り指示するところに従い、当該新資本は、特定の金額とし、特定の数の株式

に分割され、かつ特定の権利を伴い、又は配当、資本の回収若しくはその他

に関する特定の条件若しくは制限に従うことを条件とする。 

 増資を行う権

限 

    

50. 当社が株主総会において行う反対の指示に従うことを前提として、全ての新

規発行の株式又はその他転換証券は、発行前に、当該募集日時点で当社から

株主総会の通知を受領する権利を有する者に対し、状況が許容する限りかか

る者が権利を有する既存の株式又は証券の金額に近い割合で募集がなされ

る。募集は、募集株式又は募集証券の数を特定し、募集の引受がなされない

場合に拒絶されたものとみなされる期間を定めた通知により行われ、取締役

は、当該期間の満了後又は募集株式若しくは募集証券の引受を拒絶する旨の

通知を募集対象者から受領した場合は、取締役が当社にとって最も有益だと

考える方法により当該株式又は証券を処分することができる。同様に、取締

役は、（新規発行の株式又は証券の募集に対する権利を有する者が保有する

株式又は証券に対する新規発行の株式又は証券の比率を理由として）取締役

の意見において、本条の下で簡易に募集することができない新規発行の株式

又は証券を処分することができる。 

 株主に対する

株式又は証券

の新規発行 

    

51. 発行条件又は本定款において別段の定めがない限り、新規株式の組成により

調達される株式資本は、当社の当初の株式資本の一部とみなされ、払込請求

の支払、リーエン、譲渡、相続、失権又は放棄及びその他に関して当初の株

式資本と同一の規定に従う。 

 新規株式の順

位 

    

 資本変更   

    

52. 当社は、普通決議により以下の行為をなすことができる。   

    

 (a) 自己の株式資本の全部又は一部を併合及び分割すること。分割され

た株式資本に関する支払われた金額と支払われていない金額（もし

あれば）との比率は、分割前の株式資本における比率と同じとす

る。 

 資本変更を行

う権限 

     

 (b) 自己の株式の全部又はその一部を分割すること。いかなる株式が分

割される場合も、分割された株式に関する支払われた金額と支払わ

れていない金額（もしあれば）との比率は、分割前の株式における

比率と同じとする。 

  

     

53. 当社は、特別決議により、自己の株式資本を、適用法令に基づきこれに従っ

て許容又は授権された方法により、減少させることができる。 

 減資を行う権

限 

    

 株主総会   

    

54. 当社は、各暦年において、当該暦年における他の株主総会の他に、取締役が

決定する日時及び場所において、当社の会計年度末から 6 ヶ月以内かつ直前

の年次株主総会から 15ヶ月以内に年次株主総会を開催する。 

 年次株主総会 

    

55. 年次株主総会以外の全ての株主総会は、臨時株主総会と称する。  臨時株主総会 

    

56. 臨時株主総会は、取締役が適切だと考える場合はいつでも、又は会社法第

311 条に従ってなされた要請に基づいて、取締役が招集することができる。

 臨時株主総会

を招集する権

限 
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取締役がかかる要請を受けた時点で、会社法第 312条に従って総会を招集し

ない場合は、株主総会を要請した株主又は株主総会を要請した全株主の総議

決権の過半数に相当する株主は、会社法第 313条に従うことを条件として、

取締役が株主総会を招集した場合とできる限り近い方法で株主総会を招集す

ることができる。 

    

57. 株主総会は、株主が参加し、株主の発言権及び議決権を行使することを可能

にする技術又は方法を用いて、複数の場所で開催することができる。株主総

会の主開催地はマレーシアとし、議長は当該主開催地において株主総会に出

席するものとする。 

 株主総会の開

催地 

    

58. (a) 株主総会招集通知には、株主総会の日時と、株主総会の議事の要領

を明記する。 

 株主総会の通

知 

    

 (b) 通知は、特別決議が提案される場合は株主総会の少なくとも 14 日

前、年次株主総会の場合は株主総会の少なくとも 21 日前までに、会

社法に基づき認められる直前の通知についての合意に従うことを条

件として、当社の全ての株主、取締役及び監査役に対して会社法及

び／又は本定款に定める方法で行われる。 

 

     

 (c) 特別議事を検討するために招集された株主総会の通知には、当該特

別議事に関する決議案の効果に関する書面が添付される。特別議事

を検討するための株主総会招集通知の全てには、決議の本文及び決

議が特別決議として提案されたものである旨を記載する。 

  

     

 (d) そのような全ての株主総会の通知は、国内で流通する少なくとも 1紙

のマレーシア語又は英語の日刊紙上の公告により行われる。 

  

     

 (e) 全ての株主総会招集通知には、出席して議決権を行使する権利を有

する株主は、当該株主に代わって株主総会において出席、参加、発

言及び議決権行使するために別の者を自らの議決権行使代理人とし

て指名する権利があり、議決権行使代理人は当社の株主であること

を要しないという言明を、合理的に目立つように記載する。 

  

     

 (f) 株主総会招集通知を受領する権利を有する者に当該通知が偶発的に

送付されなかった場合、又はかかる者が当該通知を受領しなかった

場合でも、当該株主総会において可決された決議又は議事は無効と

はならない。 

  

     

59. (a) 当社は、本規則に従い、預託機関に対し、当社が株主総会の通知を

行うこととなる預託者名簿を発行することを要求する。 

 預託者名簿 

    

 (b) 当社はまた、本規則に従い、預託機関に対し、いかなる場合も株主

総会の 3取引日前までの合理的に実行可能な最遅日現在で預託者名簿

（以下「株主総会預託者名簿」という。）を発行することを要求す

る。 

 

     

 (c) （適用ある場合には）1996 年証券業（中央預託機関）（外国資本）

規制に従い、預託者は、その氏名・名称が株主総会預託者名簿に記

載されない限り、株主総会に出席し、株主総会において発言及び議

決する権利を有する株主とみなされない。 

  

     

60. 会社法の規定に常に従うことを条件として、株主総会の開催通知において通

知された議事を除き、いかなる議事も株主総会において処理されない。年次

株主総会は、会社法に従って議事を処理するために開催される。これには、

 株主総会にお

ける議事 
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監査済み財務諸表並びに取締役及び監査役の報告書の提出、退職取締役に代

わる取締役の選任、取締役に支払われる報酬並びに利益の決定、並びに会社

法に基づく監査役の選任並びに監査役報酬の決定が含まれる。 

    

 株主総会における議事   

    

61. (a) 株主総会が議事を開始した時に定足数の株主が出席していない限

り、いかなる議事も株主総会において処理されない。本定款に別段

の規定がある場合を除き、株主 2名が出席したことをもって、定足数

とする。本条の目的において、「株主」には、議決権行使代理人若

しくは代理人として、又は株主である法人の代表者として出席する

者を含む。定足数を構成するためには、ある法人が選任した 1名以上

の代表者を 1名の株主として計算し、ある者が選任した 1名以上の代

理人も 1名の株主として計算する。 

 定足数 

     

 (b) 株主総会のために指定された時刻から 30 分以内に定足数が出席しな

い場合、当該株主総会は、株主の要請に基づき招集された場合には

解散される。その他の場合には、翌週の同じ曜日（若しくは同日が

休日である場合は、当該休日の翌営業日）の同じ時刻及び場所、又

はその他取締役が決定する日時及び場所に延会される。但し、かか

る延会して開催された株主総会のために指定された時刻から 15 分以

内に定足数が出席しない場合、延会して開催された株主総会への 1名

以上の株主の出席をもって定足数とする。 

 定足数が出席

しない場合の

延会 

     

62. 取締役会の会長（もしいれば）又は会長が欠席した場合には副会長は、当社

の全ての株主総会の議長を務める。会長若しくは副会長がいない場合、又は

これらの者の全員が、株主総会の開催のために指定された時刻から 15 分以

内に出席せず、若しくは議長を務める意思がない場合、出席した取締役は、

そのうちの 1名を株主総会の議長に選任し、出席した取締役が 1名である場

合は、当該取締役が議長を務める意思がある場合は議長を務める。取締役が

出席しない場合又は全ての出席取締役が議長を務めることを拒絶した場合に

は、本人又は議決権行使代理人として出席し、議決権を有する株主は、株主

のうち 1 名を当該株主総会の議長に選任する。議長の選任は挙手表決によっ

て行われる。但し、議決権行使代理人は株主総会の議長として選任される資

格を有しない。 

 株主総会の議

長 

 

 

 
 

 

 

代理人は株主

総会の議長と

して選任され

る資格を有し

ない 

    

63. 議長は、定足数が出席した株主総会の同意を得て、又は議長は、議長の裁量

により、株主総会の意思の確認を不可能にする障害が生じた場合、若しくは

株主総会自体の有効性若しくは株主総会の議事の適法性に関係する法律上の

論点を確認若しくは解決する目的で、異なる時及び場所に株主総会を延会す

ることができ、また、株主総会により指示があった場合には延会しなければ

ならない。株主総会が 30 日以上延会される場合、延会して開催される株主

総会の通知は、当初の株主総会の場合と同様の方法で発される。前記の場合

を除き、延会又は延会して開催される株主総会において処理される議事に関

する通知は、発することを要しない。会社法に規定のある場合を除き、延会

して開催された株主総会においては、延会が発生した株主総会において処理

されたであろう議事以外のいかなる議事も処理されない。 

 延会する権限 

    

64. (a) 当社が何らかの技術又は方法を使用して複数の場所で株主総会の開

催を進めることを決定した場合、別の株主総会開催地に出席してい

る株主は、株主総会に出席しているものとみなされ、別の株主総会

開催地が、それ自体で又は他の手配とともに、以下の方法により、

瞬時の視聴覚通信機器設備によって株主総会の主開催地に接続され

ているときは、主開催地に出席しているものとして全ての権利を行

使する権利を有する。 

 複数の開催地

における株主

総会の手続 
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  (i) 別の株主総会開催地に出席している株主に発言、投票及び発

言を聞いてもらう機会を与えること。 

  

      

  (ii) 議長が他の開催地における手続を知ることができるようにす

ること。 

  

      

  (iii) 別の株式会社開催地の株主が投票表決をできるようにするこ

と。 

  

      

 (b) 株主総会の前又は総会中に、上記(a)に定める事項の 1以上が満たされ

ない技術的困難が生じた場合、議長は、株主総会の同意を得ること

なく、以下を行うことができる。 

  

      

  (i) 困難が改善されるまで株主総会を延会すること。   

      

  (ii) 主開催地（及び上記(a)に準じたその他の場所）で株主総会の

開催を継続して議事を処理すること。但し、本人又は議決権

行使代理人、代理人若しくは代表者として出席した株主のい

ずれも、株主総会の開催又は継続に異議を申し立てることが

できない。 

  

      

 (c) いかなる場合においても、(a)に記載する視聴覚通信機器設備が株主

総会の開始時又は総会中に機能しなかったこと（全部であるか一部

であるかを問わない。）は、株主総会又は当該株主総会において行

われた議事の有効性に影響を及ぼすものではない。 

  

     

65. (a) 適用法令に基づき要求される場合、株主総会の通知に記載された決

議、又は適切に変更することができ株主総会において変更すること

が意図された決議の通知は、かかる要件が適用法令に基づき放棄さ

れない限り、投票によって決定される。投票表決は、議長が指示す

るところに従い、直ちに又は休止期間若しくは延会の後等のいずれ

かに実施され、投票表決の結果は、投票表決が実施された株主総会

の決議とする。 

 投票表決 

     

 (b) 当社は、適用法令に従った投票表決の目的上、少なくとも 1名の投票

検査人を選任するものとし、また、本定款第 63 条に定める株主総会

を延会する権限に加えて、投票表決の結果を宣言する目的で指定さ

れた場所及び日時に株主総会を延会することができる。 

  

     

 (c) 投票表決は投票用紙又は様々な電子投票機器及び／又は取締役が決

定した手段を使用した電子的な方法で行うことができる。当該投票

は、投票によって決議される議案の結果を決定するために当社が任

命した投票管理者によって計算され、投票検査人によって確認され

る。 

  

     

 (d) 株主総会の議長が、得られた投票結果に基づき、投票表決において

決議が可決されたか又は否決されたかを宣言することは、その事実

の決定的な証拠となる。 

  

     

66. 第 66 条に従い、株主総会の議決に付される決議案は、下記の者により投票

表決が挙手表決の結果が宣言されるまでに要求される場合を除き、当該株主

総会に主席し、決議を行う資格を有する者の挙手表決により決定される。 

 挙手表決及び

投票表決の要

求 

   

 (a) 株主総会の議長  
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 (b) 本人、議決権行使代理人、代理人又は法人である場合にはそのため

に適切に授権された代表者として出席する 3名以上の株主 

  

     

 (c) 本人、議決権行使代理人、代理人又は法人である場合にはそのため

に適切に授権された代表者として出席し、かつ、株主総会の議決権

を有する全ての株主の総議決権の 10％以上に相当する一又は複数の

株主 

  

     

 (d) 株主総会の議決権を有する当社の株式のうち、当該権利を有する全

額払込済株式総数の 10％以上に相当する合計額が全額払い込まれて

いる株式を保有する一又は複数の株主 

  

     

 適用法令に基づき義務的投票表決が要求される場合、又は本条に従って投票

表決が前記のとおり要求される場合を除き、決議案が挙手表決により若しく

は全会一致若しくは特定過半数により可決され又は否決された旨の株主総会

の議長による宣言及び当社の議事録を含む帳簿への同趣旨の記入は、当該決

議案に対する賛成議決又は反対議決の数又は比率を証明することなく、当該

事実の確定的な証拠とする。 

 

投票表決の要求は、撤回することができ、投票表決を行わない旨の通知は直

ちに行わなければならない。 

 

株主総会の議長の選任又は延会の決議案の際には、投票表決を要求してはな

らない。 

  

    

67. 投票表決が挙手表決の結果が宣言され、要求が適切に撤回されるまでに要求

された場合、株主総会は、当該要求がなされなかったかのように継続する。

前記のとおり撤回された要求は、当該要求よりも前に宣言された挙手表決の

結果を無効にするものではない。投票表決の要求は、投票表決が要求された

決議案以外の議事の処理のための株主総会の継続を妨げない。 

 投票表決の要

求は撤回する

ことができる 

    

68. 計算すべきではない、又は拒否されるはずであった投票が計算された場合、

当該誤りが同一の株主総会又はその延会において指摘され、かつこれが投票

表決の結果を無効にするのに十分に重要であると当該株主総会又はその延会

の議長（場合による）が考える場合を除き、当該誤りは投票表決の結果を無

効にするものではない。 

 投票の計算の

誤り 

    

69. 賛否同数の場合、挙手表決又は投票表決の別を問わず、挙手表決が行われ、

又は投票表決が要求された株主総会の議長は、第 2の議決権すなわち決定票

を有する。 

 議長が有する

第 2の議決権

すなわち決定

票 

    

 株主の議決権   

    

70. (a) 適用法令及び本定款に従うことを条件として、株主は、払込済株式

又は当社に対して支払われる全ての払込請求の支払がなされた株式

について、本人、議決権行使代理人又は代理人としてのいずれかを

問わず、株主総会に出席し、挙手表決若しくは投票評決によって、

又は定足数に算入されるように、株主総会において問題について議

決権を行使する権利を有する。いずれの株主も、払込請求又はその

他の金額が前記の通り支払われる株式について、前記のとおり議決

権を行使してはならず、又は定足数として認められないものとす

る。 

 株主の議決権 

     

 (b) 本定款により又はこれに従って種類株式に付与されている権利又は

制限に従い、挙手表決によって決定される決議の場合には、出席し
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た議決権を有する株主又は株主の代表者又は議決権行使代理人若し

くは代理人は、1 議決権を有し、投票表決の場合には、本人又は議決

権行使代理人若しくは代理人若しくはその他適切に授権された代表

者として出席する全ての株主は、保有する全ての各株式につき 1議決

権を有する。株主総会で実施される投票表決の場合には、複数の議

決権を有する者は、自己の全ての議決権を行使する必要はなく、ま

た、自己の使用する全ての議決権を同じ方法で行使する必要もな

い。 

    

71. 精神障害を有し、又はその身体若しくは財産が精神障害に関する法律の下で

何らかの方法により扱われなければならない株主は、挙手表決又は投票表決

の別を問わず、心神喪失者後見人又はその他当該株主の財産の管理権を適切

に有する者により、議決権を行使することができ、当該心神喪失者後見人又

はその他の管理権者は、議決権行使代理人若しくは代理人により議決権を行

使することができる。但し、議決権を主張する者の権限に関して取締役が要

求する証拠が、当該株主総会の開催のために指定された日時の 48 時間前ま

でに事務所に預託されていることを条件とする。 

 精神障害を有

する株主の議

決権の行使 

    

72. 異議のある議決権が付与され、又は申し出られた株主総会又は延会して開催

された株主総会を除き、議決権者の適格性につきいかなる異議も述べられ

ず、当該株主総会において否認されない全ての議決権は、あらゆる目的にお

いて有効とする。適正な期間内に行われた当該異議は、株主総会の議長に付

託され、議長の決定が最終的かつ確定的なものとする。 

 議決権者の適

格性に対する

異議 

    

73. (a) 当社の株主である会社は、その取締役又はその他の運営組織の決議

により、会社が適切だと考える者を、当社の特定の若しくは全ての

株主総会、又は種類株式の保有者による株主総会における、同社の

代表に選任することができる。選任された者は、当該会社がその権

限を撤回するまで、当該権限に基づき、これが代表する会社に代わ

り、当該会社が当社の個人株主である場合と同等の権限を行使する

ことができる。当該会社による授権の証明書は、選任又は選任の取

消（場合による）の一応の証拠とする。 

 会社の代表 

     

 (b) 株主は、最大で 2名の会社の代表を選任する権利を有する。   

     

 (c) 会社が複数の者を会社の代表として授権する場合、   

     

  (i) 各代表は、当該会社に代わり、各代表が当社の個人株主であ

った場合と同等の権限を行使することができる。 

  

      

  (ii) 複数の代表が(i)に基づく権限を行使しようとする場合におい

て、当該代表が同等の方法で権限を行使しようとするとき

は、当該権限はその方法で行使されたものとみなされる。あ

るいは、当該代表が同等の方法で権限を行使しようとしない

場合、当該権限は行使されなかったものとみなされる。 

  

      

 議決権代理行使委任状   

    

74. (a) 議決権代理行使委任状は、取締役が随時定める又は承認する形式の

書面による。 

 議決権代理行

使委任状の形

式 

     

 (b) 議決権代理行使委任状は、選任者若しくは選任者から書面により適

切に授権された代理人の署名又は選任者が法人である場合には当該

法人の捺印、若しくは役員若しくは適切に授権された代理人の署名

を付された書面による。取締役は、当該代理人又は役員の権限の証

 書面による議

決権代理行使

委任状 
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拠を要求することができるが、これは義務ではない。議決権行使代

理人は、当社の株主であってもよいが、当社の株主であることを要

せず、また、株主は、議決権行使代理人が成年でなければならない

場合を除き、制限なく自己の議決権行使代理人となる者を選任する

ことができる。 

     

75. 株主は、2 名以下の議決行使代理人を選任し、当該株主の代わりに同一の株

主総会に出席、参加、発言及び議決させることができる。但し、株主が 2名

の議決権行使代理人を選任する場合は常に、 

 議決権行使代

理人の数 

     

 (a) 当該株主は、各議決権行使代理人が代理する当該株主の持株比率を

明示する。 

  

     

 (b) 議決権行使代理人は、投票表決においてのみ議決権を行使する。   

    

76. 株主が授権ノミニーである場合、当該株主は、当社の普通株式を貸記して保

有する各証券口座に関して 1 名の議決権行使代理人を選任することができ

る。 

 授権ノミニー

による議決権

行使代理人の

選任 

    

77. 株主が複数の実質株主のために一つの証券口座（「オムニバス・アカウン

ト」）において当社株式を所有する免除された授権ノミニーである場合、当

該免除された授権ノミニーが所有するそれぞれのオムニバス・アカウントに

ついて任命できる議決権行使代理人の人数は制限しない。免除された授権ノ

ミニーが各議決権行使代理人によって代表される株式の割合を指定しない限

り、オムニバス・アカウントに関する 2名以上の議決権行使代理人の選任は

無効とする。 

 免除された授

権ノミニーに

よる議決権行

使代理人の選

任 

    

78. 署名を付された、議決権代理行使委任状及び代理権若しくはその他の権限

（もしあれば）の委任状又は当該代理権若しくはその他の権限の委任状の公

正証書若しくは控えは、事務所又はその他株主総会の招集通知において当該

目的のために特定されたマレーシア国内の場所において若しくは方法で、当

該委任状において指名された者が議決権行使を申し込んだ株主総会若しくは

延会して開催された株主総会の開催日時の 48 時間前又は投票表決の場合に

は投票表決のために指定された日時の 24 時間前までに預託されなければな

らず、預託がなされなかった場合には、当該委任状は有効とみなされない。 

 議決権行使委

任状の預託 

    

79. (a) 適用法令に従うことを条件として、取締役又はこの目的のために取

締役から授権された当社の代理人は、自らが適切であると考える条

件に基づき、電子通信によって受領した議決権行使代理人の選任を

承諾することができる。電子通信による議決権行使代理人の選任

は、本条の要件に従うことを条件とする。 

 電子通信によ

る議決権行使

代理人の選任 

     

 (b) 本条の目的上、取締役は、取締役が以下を決定するために必要と考

える合理的な証拠を要求することができる。 

  

     

  (i) 株主及び議決権行使代理人の身元   

      

  (ii) 当該議決権行使代理人が株主を代理する者によって選任され

る場合は、かかる者が当該選任を行う権限 

  

      

 (c) 本条に影響を及ぼすことなく、電子通信による議決権行使代理人の

選任は、以下のいずれかの情報源における当社が指定した電子アド

レスで受領されなければならず、そこにおいて指定される条件又は

制限に従うものとする。 
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  (i) 株主総会招集通知   

      

  (ii) 株主総会に関して当社が送付した議決権代理行使委任状   

      

  (iii) 当社によって又は当社を代理して維持されるウェブサイト   

      

 (d) 電子通信による代理人の選任は、株主総会又は延会して開催された

株主総会を開催するために指定された日時の 48 時間前又は投票表決

の場合には投票表決のために指定された日時の 24 時間前までに本条

に従って当社が指定した電子アドレスで受領されなければならず、

受領がなされなかった場合には、当該委任状は有効とみなされな

い。 

  

     

 (e) 本条に従って行われない電子通信による議決権行使代理人の選任は

無効とする。 

  

    

80. 議決権代理行使委任状、代理権又はその他の権限に係る委任状に記載された

条件に従って行われた議決権行使は、委任者の急死若しくは心神喪失、議決

権代理行使委任状若しくは当該議決権代理行使委任状の作成根拠となった権

限の委任状の撤回、又は議決権代理行使に係る株式の譲渡に拘わらず、株主

総会又は延会された株主総会の開始又は再開以前に（投票の場合は当該代理

権が行使される投票の予定時刻以前に）、上記の死亡、心神喪失、委任状の

撤回又は株式譲渡に関する書面による通告が当社の事務所において受領され

ない限り、有効である。 

 議決権行使代

理人による議

決の有効性 

    

 株主総会の中止、延期又は場所の変更   

    

81. (a) 適用法令に別段の定めがない限り、取締役は、その理由を明示した

決議により、当社の最善の利益を考慮して株主総会が不必要になっ

た、株主総会の目的が喪失若しくは変更された、又は株主総会を適

切かつ効率的に実行するために変更が必要だと判断した場合、株主

総会の開催場所を変更、延期又は中止することができる。本条の規

定は、裁判所が召集した集会には適用されない。 

 株主総会の場

所変更、延期

又は中止の権

限 

     

 (b) 株主総会の中止、延期又は場所の変更の通知は、以下各号に従わな

ければならない。 

 株主総会の場

所変更、延期

又は中止の通

知     

  (i) 株主総会が開催される日付の少なくとも 4日前に交付される。  

      

  (ii) 少なくとも1紙の全国的に流通しているマレー語又は英語の日

刊紙において公表される。 

 

     

  (iii) 証券取引所（及び当社が上場しているその他いずれの株式取

引所）並びに元の株主総会通知を送付した全員に送付され

る。 

 

     

  (iv) 当該中止、延期又は場所変更の理由を明記する。  

     

 (c) 株主総会の延期通知は、以下各号を明記しなければならない。   

      

  (i) 株主総会を開催する新しい日付、時刻及び（変更があれば）

目的。 

  

      

  (ii) 株主総会の開催場所（延期前の株主総会の通知において記載

された場所と同一又は異なる可能性がある）。 
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  (iii) 代理人を任命、代理権（若しくはその他の権限）を付与、又

は代表者を任命する文書が当該延期又は再開催された株主総

会において有効となるために提出されるべき新規の期日。但

し、延期前の総会のために提出された代理人を任命、代理権

（若しくはその他の権限）を付与、又は代表者を任命する当

該文書は、新たな代理人若しくは代表者任命文書によって撤

回されない限り、当該延期又は再開催された株主総会につい

ても有効であり続ける。 

  

     

 (d) 延期又は再開催された総会で行われる取引は、明記される必要がな

く、また当該取引のいずれの付属文書は再配布さる必要はない。但

し、延期又は再開催された総会で行われる当該取引が、元の株主総

会通知に記載された内容と同一であるものとする。 

  

     

 (e) 本条においてその権限を有するいずれの者への総会通知の送付の不

慮の怠慢、又は当該通知の未受領は、当該総会の中止、延期又は場

所変更、又は延期又は再開催された総会の議事を無効にするもので

はない。 

  

     

 株主総会の安全対策   

    

82. 取締役は、株主総会において、総会の安全及び秩序を確保するために適切と

みなすいずれの取決めを行い、いずれの要件若しくは制限を課すことができ

る（総会出席者の身分証の提示要求、手荷物検査及び総会開催場所に持ち込

める物品の制限を含むが、これらに限定されない。）。株主は、総会が開催

される建物の所有者が課すあらゆる要件及び制限を遵守するものとする。当

該取決め、要件又は制限に従うことを拒否する者は、総会に出席することを

拒否される可能性がある。 

 安全対策 

    

 取締役   

    

83. (a) 当社の全取締役は、18 歳以上の自然人でなければならない。また、

少なくとも 2名以上の取締役は、普段マレーシアに在住し、主要な住

居をマレーシアに有するものとする。 

 取締役の資格

及び人数 

     

 (b) 株主総会の別途の決議がない限り、取締役の人数は、2名以上、20名

以下とする。 

 

     

 (c) 当社は、株主総会の普通決議により、随時、取締役の人数を増減さ

せることができ、増減した取締役の任期のローテーションについて

も決定することができる。 

  

     

84. 取締役の株式保有要件は、当社によって株主総会で決定することができる

が、決定が行われるまで、取締役に対して当該要件は要求されない。 

 取締役の株主

保有要件 

    

85. 取締役は、いかなる時も、随時、欠員補充のため又は現在の取締役への追加

として、いずれの者を取締役に任命する権限を有する。但し、取締役の合計

人数は、いかなる時も、本定款に定められた人数を超過してはならない。任

命された取締役は、次回の年次株主総会までのみ任期を務めるものとし、そ

の後は再任することができるが、当該総会で決定されるローテーションによ

り退任する取締役には含まれない。 

 取締役の突然

の欠員／追加

権限 

 

     

86. (a) 取締役の選任は、当社の年次株主総会において、毎年行われるもの

であり、そこで当該時点の取締役の 3分の 1（取締役の人数が 3又は

3 の倍数でない場合は、取締役の人数の 3分の 1に最も近い人数）が

 取締役の退任 
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退任して再任される。但し、取締役の全員が少なくとも 3年に 1度は

退任することとする（再任は可能）。退任する取締役は、退任する

株主総会の閉会まで任期を務めるものとする。 

     

 (b) 各年に退任する取締役は、最後に選任されてから最も時間が経過し

た取締役とするが、就任日が同じ取締役の場合、（当該取締役間で

別段の合意のある場合を除き）退任する取締役は抽選により決定す

る。 

  

    

87. 本定款の規約に従い取締役が退任する株主総会において、当社は、普通決議

によって、当該退任取締役又は任命される資格があるその他の人物を任命

し、欠員を補充することができる。それ以外の場合、退任取締役は、以下の

場合を除いて、再選されたものとみなされる。 

 取締役の再任 

    

 (a) 当該株主総会において、当該欠員を補充しないことが明示的に決議

された場合、又は当該取締役の再選が議論され、可決されなかった

場合。 

  

     

 (b) 当該取締役が、再任を希望しないことを書面で当社に通知している

場合。 

  

    

88. 退任する取締役以外の候補者は、当該候補者を取締役に推薦する株主が、当

該候補者の指名に対する承諾及び当該候補者の立候補の表明、又は当該株主

の当該候補者を推薦する意思が記され、当該候補者の正式な署名が付された

書面による通知を、株主総会の少なくとも正味11日前までに事務所に提出し

ない限り、いかなる株主総会においても取締役に選任されない。但し、取締

役により選任に推薦された候補者の場合は、正味9日前の通知のみを必要と

する。全ての取締役候補者に関する通知は、選任が行われる株主総会の少な

くとも7日前に株主に送達される。 

 取締役候補者

に関する通知 

    

 株主が指名を行った場合の、登録された株式保有者についての前述の通知を

送付する費用は、当該指名を行う株主が負担するものとする。 

  

    

89. 単一決議による、2 名以上の取締役の選任に関する動議は、かかる決議案が

満場一致で最初に承認された場合を除き、いかなる株主総会においても行わ

れない。本規定に反して提出された決議案は、無効である。 

 個別に選出さ

れる取締役の

選任 

    

90. 会社法に従い、当社は、特別通知を行う普通決議によって、本定款又は当社

及び当該取締役間のいずれの契約のいずれの規定に拘わらず、その任期満了

の前に取締役を解任することができる。当社は、普通決議により、同一の株

主総会において解任された取締役に代わる取締役を選任することができ、新

たに選任された取締役は、前任の取締役と同日に同職に就任したものとし

て、当該取締役と同じ任期で退任する。当該指名が行われない場合は、当該

欠員は、急な欠員として取締役によって補充されることがある。 

 取締役の解任 

    

91. 取締役に支払われる報酬及び手当は、年次株主総会において、株主の承認を

得ることを条件とする。投票された決議が別途指示しない限り、いずれの当

該報酬は、取締役が決定する割合及び方法により、取締役間で分配され、取

締役が合意に至らない場合は、平等に分配されるものとする（但し、当該報

酬が支払われる期間の部分のみ任期を務める取締役は、当該分配において、

任期を務めた期間のみに値する割合の報酬を受け取る権利を有するものとす

る。）。但し、常に以下各号に従うものとする。 

 取締役の報酬

及び手当 

     

 (a) 非業務執行取締役に支払う報酬は、収益又は売上に基づくコミッシ

ョン又はその歩合による支払ではなく、固定給とする。 
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 (b) 業務執行取締役の給与には、売上に基づくコミッション又はその歩

合は含まれない。 

  

     

 (c) 代理取締役の報酬は、当該代理取締役とその任命者である取締役の

間で合意された金額とし、後者の報酬の中から支払われる。 

  

    

92. 取締役に対しては、取締役会、取締役会付属委員会、又は当社の株主総会に

出席した際に適切に負担した交通費及びその他の費用、又は取締役としての

義務を遂行する過程で、当社の業務に関連して負担した費用が支払われる。 

 費用の返還 

    

93. 取締役は、以下のいずれかに該当する場合、欠員となる。  取締役が欠員

となる場合 
    

 (a) 適用法令に基づき、取締役を解任される、取締役を務めることを禁

じられる又はその資格を失った場合。 

 

    

 (b) 当社の事務所に宛てて書面による通知を行い、辞任する場合。  

     

 (c) 会社法又は本定款に基づいて退任し、再選されなかった場合。   

     

 (d) 任期中に心神喪失に陥ったか、又は本人若しくはその財産が、2001

年精神保健法に基づく処遇を受ける可能性のある場合 

  

     

 (e) 会社法又は本定款に基づき、取締役を解任された場合。   

     

 (f) 一会計年度中の取締役会の半分以上を欠席した場合。   

     

 (g) 死亡した場合。   

     

 上記（f）において、取締役が会計年度開始後に選任された場合、当該取締

役の選任後に行なわれた取締役会のみが考慮される。 

  

    

 取締役の権限   

    

94. 当社の業務は、取締役が管理し、取締役の指示を受ける。取締役は、適用法

令又は本定款において、当社が株主総会において行使することを要求されて

いる権限を除く当社の全ての権限を行使することができ、当社の代理とし

て、当社が行うことのできるあらゆる行為を行うことができる。但し、当該

行使は、本定款、適用法令、又は当社が株主総会において規定する本定款又

は適用法令の規定に矛盾しない規則に従って行われる。当社が株主総会にお

いて定める決議により、当該決議が存在しない場合は有効であった取締役の

従前の行為が無効になることはない 

 取締役が管理

する当社の業

務 

    

95. (a) 取締役は、取締役が適切だと考え、当該金額の返済を確保すること

ができる資金の借入及び調達に関して、取締役が適切だと考える方

法及び条件に基づき、当社の全ての権限を行使することができる。

また、事業、財産若しくは未払込資本若しくはその一部を抵当に入

れるか、又は請求する権限に関しても同様である。さらに取締役

は、直接に、又は当社若しくはその子会社の借入、債務若しくは負

債を担保する目的で、社債及びその他の有価証券を発行する当社の

全ての権限を行使することができる。 

 取締役の借入

権限 

     

 (b) 取締役若しくはそのいずれか又はその他いずれの者が、個人的に当

社に対していずれの金額の支払いの債務を負った場合、取締役は、

当社の資産の全体若しくは一部に対して、前述の債務を負った取締

役若しくはその者を、当該負債についてのあらゆる損失に対して担

 個人的な債務

を担保する 
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保をつける保障によって、いずれの抵当権、請求若しくは担保を実

行することができる。 

    

96. 取締役は、当社若しくは当社の子会社の従業員、勤務者、又は当社若しくは

当社の子会社の取締役若しくは役員で賃金雇用を得ている者、及び上記の者

の寡婦、家族、扶養家族に対し、拠出年金若しくは非拠出年金制度又は退職

年金制度の確立又は整備を行い、退職金、年金又は報酬を支払うことができ

る。取締役は、当社、当社の子会社、又は上記の者の利益のために適切だと

考える組織又はファンドと契約を締結し、その者の入院費及び学術費用に係

る拠出を行うことができる。また、会社法に別段の定めがない限り、上記の

賃金雇用を得ている取締役は、本定款に基づく手当を保持する権利を有す

る。 

 年金制度を維

持する権限 

    

97. 取締役は、随時、取締役が適切だと考える目的のため、取締役が適切だと考

える期間及び条件で、委任状により、いかなる会社、企業、個人又は団体

を、直接的又は間接的に当社の代理人に選任し、（本定款が取締役に付与す

る範囲内の）取締役が適切だと考える権限、権能及び裁量を付与することが

できる。当該委任状は、代理人を務める者の保護及び便宜のために取締役が

適切だと考える規定を含むことができ、また、当該代理人が、自己に付与さ

れた権限、権能及び裁量の全部又はその一部を委任することを認めることが

できる。 

 取締役による

代理人の選任 

    

98. 全ての小切手、約束手形、為替手形及びその他の流通証券、並びに当社に支

払われた金銭の領収書は、必要に応じて、取締役が随時決定する方法で、署

名、振出し、受領、裏書き又は作成される。 

 支払われた金

額の流通証券

及び領収書の

作成 

     

99. (a) 取締役は、当社が発起した又は当社が関与するいずれの企業の取締

役、又はその他の役員若しくは構成員になることができる。当社が

別段の指示を行わない限り、いかなる当該取締役も、当該企業の取

締役、又はその他の役員若しくは構成員として当該取締役が受領し

たいずれの報酬若しくは手当について、当社に対して説明責任を負

うことはない。 

 取締役はその

他の企業の取

締役になるこ

とができる 

     

 (b) いかなる取締役も、その職務を理由として、当社又は当社の関係会

社（当社が株主であるか若しくは別途利害を有する会社をいう。以

下同じ。）における（監査役以外の）その他の役職若しくは地位に就

くこと、及び当該役職若しくは地位に関する契約や売主、買主又は

その他の立場に基づく契約を当社とすることを妨げられない。ま

た、当社又は当社若しくは当社の関係会社を代理してされたいかな

る契約又はその他の合意も無効にならず、当該契約又は取決めに係

る収益につき、当社に対して説明責任を負うことはない。但し、当

該取締役は、常に、会社法第 221条及びその他のあらゆる関連する規

定並びに本定款を遵守するものとする。 

 取締役は当社

と契約し、そ

の他の役職に

就くことがで

きる 

     

100. 取締役は、マレーシア又はその他の場所で、当社の事業を管理する現地の役

員会若しくは代理店を設立することができ、いずれの者を当該役員会若しく

は代理店の構成員、又は管理者若しくは代理人に指名でき、それらの者の報

酬を設定できる。取締役は、当該役員会若しくは代理店、管理者又は代理人

に、取締役に付与されたいかなる権限、権能及び裁量も、再委任の権限を含

めて委任することができ、当該現地役員会若しくは代理店の構成員又はその

いずれの者に、その欠員を補充する権限、並びに欠員に拘わらず行為する権

限を付与することができる。当該任命及び委任は、取締役が適切とみなす条

件に基づいて行われる。取締役は、任命されたいずれの者を解任でき、当該

委任を無効化若しくは変更することができるが、誠実に取引する者は、当該

無効化若しくは変更の通知なしで、当該処分を受けることはない。 

 取締役は、現

地の役員会若

しくは代理店

を設立できる 
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 取締役会の進行   

    

101. 会社法の第 3別紙は、同一の内容が本定款に含まれる場合を除いて、当社に

適用されない。 

 会社法の第3

別紙の除外 

    

102. 取締役は、議事を行う目的で、取締役会を開催及び延会し、取締役が適切だ

と考えるその他の方法で取締役会を調整することができる。取締役は、随

時、秘書役は、取締役の要請を受けた場合、取締役会を招集することができ

る。 

 取締役会 

    

103. 取締役が随時別段の決定を行わない限り、取締役会の全ての通知は、手渡

し、郵送、ファクシミリ、電子的媒体又はその他の電子的通信の方法で、あ

らゆる取締役及びその代理取締役に送付されるものとする。緊急の場合を除

き、全ての取締役会の通知は、書面にて合理的に行なわれる。マレーシア国

内の住所を当社に登録していない取締役又は代理取締役に対しては、手渡し

又は郵送に拘わらず、取締役会の通知を行う必要はない。取締役は、将来的

若しくは遡及的に、いずれの取締役会の通知を撤回することができる。取締

役会の通知は、手渡しの場合は交付時に、又はファクシミリ、電子メール若

しくはその他の電子的通信の方法の場合は即時に、又は郵送の場合は、通知

を含む郵便に押印された送付の日付において、取締役に送付されたものとみ

なされる。 

 取締役会の通

知 

    

104. 取締役会は、以下の方法で開催することができる。  取締役会の開

催方法 
   

 (a) 定足数を満たす人数の取締役を、取締役会開催のために指定された

場所及び日時に集合させる。 

 

    

 (b) 定足数を満たす参加取締役の全員が、当該取締役会を通して、同時

に互いの発言を聞くことができる、音声機器、音声及び視覚機器又

はその他の即時の通信機器による開催。本条に従った取締役会への

参加は、当該取締役会への実際の出席と同等とみなされる。 

 

     

 (c) 上記（a）及び（b）を組み合わせた方法。   

     

 適用法令に従い、いずれの取締役（又はその代理取締役）がマレーシア外に

いるかに拘わらず、電子的方法又は即時の通信機器若しくは方法で、同時に

出席者を通信させることは、以下各号に従う限り、取締役会を構成するとみ

なされる。 

  

     

 (i) 本定款に従い、取締役会の通知が送付されている。   

     

 (ii) 取締役の定足数が満たされている。   

     

 (iii) 取締役会の開始時に、各取締役が、他の全員の参加取締役にその出

席を表明し、当該出席が、実際に出席しているものとみなされる。 

  

     

 (iv) 全ての情報及び／又は書類が、取締役会前若しくは取締役会の間に

全参加者に平等に提供される。 

  

     

 (v) 取締役会に参加する各取締役が、取締役会開催中の間、その他の参

加取締役の発言を聞くことができ、互いに会話が可能である。 

  

     

 取締役会を退席する取締役は、通信を切断する前に、取締役会の議長にその

旨を伝達するものとし、当該取締役は、当該取締役会を通して出席し、定足

数の一部を構成したと決定的にみなされるものとする。取締役が別段の決定
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を行わない限り、取締役会は、取締役会の通知で記載された場所で行われる

ものとみなされる。 

    

105. 業務の遂行のために必要な取締役の定足数は、取締役が決定することがで

き、決定されない場合、定足数は 2 名とする。定足数が出席している取締役

会は、通常、本定款において取締役に付与されている又は取締役が実行可能

な一切の権限、権能及び裁量を用いることができる。 

 取締役会の定

足数 

    

106. 取締役は、随時、議長及び副議長を選出することができ、その任期を決定す

ることができる。選出された議長（又はその欠席の場合、副議長）は、全て

の取締役会に出席するものとする。いずれの取締役会で、議長又は副議長が

開催時刻から 15 分以内に出席しない場合、出席している取締役は、当該取

締役会の議長としてその場の取締役から 1名を任命できる。 

 議長／副議長 

    

107. 本定款に従い、取締役会において生じた議題は、議決権の過半数により決定

される。取締役の過半数による決定は、取締役会による決定とみなされる。

可否同数の場合は、取締役会議長が第 2 票すなわち決定票を投じる。2 名の

取締役で定足数に達している場合、2 名の取締役のみが出席する会議の議

長、又は 2名の取締役のみが議題の議決能力を有する会議の議長は、第 2票

すなわち決定票を投じることができない。 

 過半数による

議決及び議長

の議決権 

    

108. 本定款に従い、取締役は、自己が直接的又は間接的に利害を有する契約、契

約案、又は取決めにつき、議論又は投票に参加してはならず、参加する場合

も、当該取締役の票は無効となる。取締役は、その利害関係に拘わらず、自

己がいずれの方法で利害を有する契約、契約案、又は取決めについて決定が

行われる取締役会において、定足数に含まれて数えられるものとする。 

 議決権の制限 

    

109. 現職の取締役は、取締役会の欠員に拘わらず行為することができる。但し、

取締役の総数が、本定款に定める取締役会の定足数を下回る場合、又はかか

る事態が継続する限りにおいて、現職の取締役は、緊急の場合を除き、取締

役の人数を最低人数まで増加させる目的、又は当社の株主総会を招集する目

的においてのみ行為することができる。 

 定足数を下回

る人数 

    

 取締役付属委員会   

    

110. 取締役は、取締役が適切だと考える取締役で構成される委員会にその権限を

委任することができる。設立された委員会は、委任された権限を行使する際

に、取締役会が当該委員会に課す条件又は規則に従う。 

 取締役は委員

会を設立でき

る 

    

111. 委員会は、委員会が適切だと考えるようにその会議を開催及び中止すること

ができる。委員会の運営は、取締役が定める委託条項又はその他いずれの規

則に従うものとする。当該委託条項若しくは規則が設定されていない場合、

本定款に定められた取締役の手続に関連する規定が、可能な限りにおいて、

当該委員会の会議及び運営に適用されるものとする。 

 委員会の運営 

    

 取締役の行為の有効性   

    

112. 取締役会、取締役会付属委員会、又は取締役として行為する者による行為

は、当該行為後に取締役若しくは取締役として行為する者の選任における不

備が明らかになった場合、又は取締役若しくはその一部が不適格であった旨

が判明した場合でも、当該者が適切に選任され、取締役として適格であった

ものとして有効とされる。 

 選任が不適切

であった場合

の取締役の行

為の有効性 
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 取締役の署名を付した決議   

    

113. 当該時点の取締役又は代理取締役を含む2名以上の取締役の過半数の署名が

付された書面による決議は、正式に招集及び構成された取締役会において可

決された決議と同様に有効である。当該決議は、いずれも同一形式による複

数の書類から成り、それぞれに１名以上の取締役が署名する。「書面の」及

び「署名を付した」という表現は、ファクシミリ又はその他の電子媒体によ

って確認された通信による、解読可能な承認を含む。 

 書面による決

議 

 

    

 代理取締役   

    

114. (a) 取締役は、その他の取締役の過半数に承認された者を、自己の代理

の取締役として任命できる。但し、当該人物は、当社の取締役では

なく、2 名以上の当社の取締役の代理取締役を務めていないものとす

る。当社が当該代理取締役に支払う報酬は、当該取締役の報酬から

差し引かれるものとする。 

 代理取締役の

任命又は解任 

 

    

 (b) 代理取締役の任命又は解任は、書面で行われ、手渡し、郵送、取締

役が承認した、ファクシミリ又は電子的若しくはその他のいずれの

方法で送付される。代理取締役の任命は、随時、取締役の過半数の

賛成によって撤回することができる。 

 

     

115. 代理取締役は、その任命者である取締役が、いずれの理由により取締役でな

くなった場合、その事実によって、代理取締役ではなくなる。 

 代理取締役の

失効 

    

116. 取締役が株主総会において退任し、株主総会において再任した場合、又は、

本定款に従って、当該退任が有効となった株主総会で再選されたとみなされ

た場合、当該取締役が行った、退任の直前まで有効であったいずれの代理取

締役の任命は、当該再任の後、当該取締役が退任しなかった場合と同様に有

効であり続けるものとする。 

 代理取締役

は、任命者が

退任及び再任

した場合、継

続する 

    

117. (a) 代理取締役は、（代理取締役の任命権又はその報酬を除いて）あら

ゆる点においてその他の取締役について存在する条件に従うものと

し、全ての取締役会の通知を受領する権利、並びにその任命者が出

席していない取締役会において出席、定足数への参入、発言並びに

投票の権限を有する。 

 代理取締役の

権利 

 

     

 (b) 代理取締役は、本定款に定められた取締役の最低人数又は最大人数

を計算する際に含まれてはならない。 

  

     

 代表取締役   

    

118. 取締役は、取締役が適切だと考える期間及び条件で、随時、取締役会の中か

ら 1 名以上の取締役を代表取締役に選定することができる。また、取締役

は、代表取締役に、取締役が適切だと考える、職務遂行に必要な権限を付与

することができるが、取締役会の規制に従うものとする。 

 代表取締役の

選定 

    

119. 代表取締役と当社の間の契約における規定に拘わらず、代表取締役は、辞

任、ローテーションによる退任及び解任に関して、当社の他の取締役と同じ

規定に従う。また、代表取締役は、何らかの理由で取締役から退任した場

合、その事実により、すみやかに代表取締役からも退任する。 

 代表取締役の

失効 

 

    

120. 代表取締役の報酬は、取締役によって決定され、給与、手数料、利益の持分

若しくはその他又はそれらのいずれ若しくは全ての名目で支払われる。但

し、当該報酬は、売上の手数料又は収益若しくは売上の歩合を含んではなら

 代表取締役の

報酬 
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ないが、代表取締役は、退職に際し、年金、謝金又はその他の退任における

手当を受領することはできる。 

    

 副取締役   

    

121. 取締役は、随時、副取締役を選任し、また、随時その選任を取り消すことが

できる。取締役は、副取締役に選任される者の権限、義務、及び報酬を決

定、確定及び変更することができる。但し、当該選任の要件には株式保有は

含まれておらず、取締役による招集及び承認のある場合を除き、副取締役

は、取締役会に出席し、議決権を行使する権利を有しない。 

 副取締役の選

任 

    

 秘書役   

    

122. 秘書役は、会社法に従い、取締役が適切だと考える期間、報酬及び条件で取

締役により選任される。取締役は、選任された秘書役を解任することができ

る。 

 秘書役の選任 

    

123. 秘書役は、以下各号の場合解任される。  秘書役の解任 

   

 (a) 会社法に基づいて、秘書の資格を剥奪された場合。  

    

 (b) 当社に宛てた書面による辞任の通知を行い、当該通知に記載された

日付において辞任が有効となる場合。秘書役の辞任は、会社法に定

められた期間内に、適法に会社登記局に通知されるものとする。 

 

     

 秘書役の役職は、いかなる時も、30日を超えて欠員であってはならない。   

    

 文書の認証   

    

124. いずれの取締役若しくは秘書役、又はその目的において取締役が任命したそ

の他の者は、当社の本定款に影響するいずれの文書及び当社若しくは取締役

が可決したいずれの決議、並びに当社の事業に関連するいずれの帳簿、記

録、書類及び財務書類を認証する権限、並びにその副本若しくは抜粋を真正

であると承認する権限を有する。いずれの帳簿、記録、書類及び財務書類が

事務所以外の場所に保管されている場合、それを管理している現地の管理者

又は当社のその他の役員は、前述の通り取締役に任命された者とみなされ

る。 

 文書の認証 

    

 議事録   

    

125. 取締役は、当社の全ての株主総会、取締役による役員の任命、全ての取締役

会及び取締役会付属委員会の次第、及びその出席、並びに当該会議において

実行された取引について適切な議事録を作成させるものとする。当該会議の

いずれの議事録が、当該会議の議長又はその直後の会議の議長によって署名

されたとされる場合、記述事項についての追加の証明なしで、最終的な証拠

とみなされるものとする。 

 議事録 

    

 社印   

    

126. (i) 当社に共通の社印が採用されている限り、取締役によって安全に保

管され、取締役会又は取締役会により授権された取締役会付属委員

会の権限の下でのみ使用される。社印が捺印される全ての文書に

は、取締役の署名、及び秘書役、第 2の取締役又は取締役が当該目的

のために授権したその他の者の副署が付される。取締役は、決議に

よって、通常又は特定の場合に、取締役、秘書役、又は上記のその

他の授権者による署名を付すか、又は当該署名をファクシミリ、自

 社印を使用す

る権限 
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動記録装置、機械的、電子的若しくはその他の手段により複製する

旨の決定を行うことができる。但し、当該手段の使用は、当社が作

成又は発行する、当社の社印が捺印された株式、無額面株式、社債

又は市場性のある有価証券に係る、証明書、譲渡証書又はその他の

権利証券に限られる。 

     

 (ii) 当社は、会社法に従い、証券用の社印を所有することもできる。証

券用の社印は、社印の正確な写しであって、「証券」の文言が追加

されており、当社が作成する、発行する、取扱う、市場に出す、若

しくは販売する前記の全てに関する株式、貸付株式、社債その他の

市場性のある証券について当社が発行することができる証明書に付

するために使用されるものであり、証券用の社印の捺印について

は、前条に定める手段によって認証される。 

 証券用の社印 

     

 (iii) 当社は、海外で使用するための公式の社印を所有することに関し

て、会社法で与えられた権限を行使することができ、当該権限は、

取締役に付与される。 

 海外使用のた

めの社印 

     

 計算書   

    

127. 取締役は、会社法の定めるところに従い、適切な会計報告及びその他の記録

を作成させる。会社法に従って、本定款において言及される記録は、事業所

又は取締役が適切と考えるその他の場所で保管され、常に取締役の閲覧に供

される。取締役は、随時、取締役以外の株主に対して当社の会計報告及びそ

の他の書類、又はそのいずれかの開示の有無、範囲、時期、場所及び条件又

は規則を決定する。（取締役以外の）株主は、規則による許可又は取締役若

しくは当社の株主総会における承認が無い限り、当社の計算書、帳簿又は書

類を監査する権利を有しない。 

 計算書の監査 

    

128. (a) 取締役は、会社法に従って、監査済決算報告書及び取締役による報

告書を作成し、各株主に送付させ、かつ、当社の年次総会において

提出する。当社の事業年度終了時から監査済決算報告書、取締役及

び監査役による報告書の発行までの期間は、4 ヶ月又は会社法及び／

若しくは上場規則の規定で認められている期間を超えないものとす

る。 

 監査済決算報

告書及び取締

役による報告

書の作成及び

発行 

 

     

 (b) 印刷された様式若しくは CD-ROM 又は上場規則に基づいて許可され

たその他の電子様式又はこれらの組み合わせによる各年次報告書

（監査済年次決算報告書、取締役及び監査役による報告書、並びに

その他の関連書類を含む。）の写しは、年次総会の 21 日前までに当

社の全ての株主、当該書類を請求した全ての社債保有者、及び会社

法又は本定款の規定に基づき当社から総会の通知を受領する権利を

有するその他全ての者に送付される。但し、本条は、当社が認識し

ていない住所を有する者に対して、当該書類の写しを送付すること

を義務付けていないが、当該書類の写しを受領していない株主で

も、当社の事務所に問い合わせることにより、当該書類を無料で入

手することができる。 

  

     

 配当金及び準備金   

     

129. (a) 当社が支払能力を有する場合、当社は、その利益から株主への配当

を行うことができるが、いかなる配当も、取締役が承認した金額を

超えない。 

 利益からの配

当金 
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 (b) 取締役は、配当が行われた直後に当社が支払能力を有すると取締役

が納得する場合、取締役が適切とみなす時期及び金額で配当（中間

配当を含む。）を行うことを承認することができる。当社は、配当

が行われた直後の 12 ヶ月以内に期日が到来した時点で、債務を支払

うことができる場合、支払能力を有するとみなされる。 

 当社が支払能

力を有する場

合のみの配当 

 

     

130. 配当は、当社に対して利息が生じることはない。  無利息の未払

い配当金 

    

131. 取締役は、配当を提案する以前に、当社の収益の一部から、取締役が適切だ

と考える金額を準備金として計上することができる。当該準備金は、取締役

の裁量で、当社の収益の使用法として適切な目的のために使用される。用途

が未定の準備金は、同様の裁量で当社の営業、又は取締役が随時適切だと考

える方法による（当社の株式以外に対する）投資に利用され、当社のために

当該投資を随時変更又は実現し、その全部又は一部を処分することができ、

準備資金を構成する資産を当社の事業に使用する全ての権限を有し、拘束さ

れることなく、準備金を適切と考える特別資金に分割し、その他の資産と分

けて保管することができる。取締役は、当該金額を準備金として計上せず

に、配当には不適切と判断した収益を繰越すこともできる。  

 利益を準備金

として計上す

る権限 

 

    

132. 配当につき特別の権利を伴う株式を有する者（もしいれば）の権利に従い、

全ての配当金は、配当が行われる株式につき支払われたか、又は支払われた

とされる金額に従い、その承認・宣言及び支払が行われる。但し、株式払込

請求以前に株式につき支払われた、又は支払われたとされる金額は、本条に

おいて株式につき支払われた金額とはみなされない。全ての配当金は、配当

に係る期間の一時期において株式につき支払われたか、又は支払われたとさ

れる金額に応じて分配され、支払われる。但し、株式が特定の日付以降に

（全部又は一部が）払込済みであるかのように配当を開始する条件で発行さ

れた場合、当該株式の配当は、適宜行われる。 

 払込金額に応

じた配当 

 

    

133. (a) 取締役は、株主に支払われる配当金から、当社の株式払込請求又は

その他に当該株主が保有する当社株式に関連して、当社に対して支

払満期を迎える当該株主の負債（もしあれば）の全額を控除するこ

とができる。 

 未払配当金の

控除・保留 

     

 (b) 取締役は、当社がリーエンを有する全額払込済株式以外の株式につ

いて払込義務のある配当その他の金銭を留保することができ、リー

エンが存在する債務、負債、又は契約の履行にこれを充当すること

ができる。 

 

     

 (c) 取締役は、本定款中にて前記に含まれる株式の移転に関する規定に

基づいてある者が株主になる権利を有する株式に関して支払われる

配当又はある者が譲渡する権利を有する株式に関して支払われる配

当を、当該株式に関して株主になるか又は株式を譲渡するまで、留

保することができる。 

  

     

134. 取締役は、配当を承認する際、当該配当の全部又はその一部を、特定の資

産、とりわけ他社の払込済株式、社債若しくは優先株の分配、又はこのうち

の一つ若しくはそれ以上の方法で支払うよう指示することができる。取締役

は、当該決議を実行し、当該分配につき問題が発生した場合、取締役が目的

に沿って、当該問題を解決することができる。また、取締役は、特定の資産

又はその一部の分配の価値を決定し、全ての当事者の権利を調整するため、

決定された価値に基づき株主に現金による支払の実施を決定し、取締役が目

的に沿うと判断する特定の資産を、受託者に付与することができる。 

 現物配当の支

払い 
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135. 株式につき現金で支払われる配当金、利子又はその他の金銭の支払は、株主

又は受領権限のある者の登録上の住所に郵送されるか又は預託者名簿に名前

が記載される株主が提供した銀行口座に対して電信送金又は電子送金により

振り込むものとする。全ての小切手又はワラント又は電信送金又は電子送金

は、株主の指図先又は受領権限のある者に宛てて支払われるものとし、当該

小切手又はワラントによる支払い、又は預託機関に対して株主が提供した銀

行口座に対する電信送金又は電子送金による振り込みは、小切手又はワラン

トが盗難に遭った旨、又は当該小切手若しくはワラントの裏書又は電信送金

若しくは電子送金による振り込みによる支払いの指図が虚偽であった旨が判

明した場合であっても、配当金、利息又はそこに示された金銭に関する当社

の有効かつ完全な弁済とされる。送付された当該小切手又はワラント又は電

信送金又は電子送金による振り込みによる支払いについては、そこに示され

た配当、利息又は金銭につき権利を有する者がリスクを負担する。 

 配当金の支払

方法 

    

 収益の還元   

    

136. (a) 当社は、株主総会において、取締役の提案により、当該時点におい

て当社の準備金勘定若しくは損益勘定の貸方に記載されたうちの一

部の金額、又は株主に分配可能なその他の金額の還元を行うことが

望ましい旨の決定を行うことができる。当該金額は、配当金による

分配の場合に当該金額を受領する権利を有する株主の間で、同一の

割合で分配される。この場合、当該金額は、現金では支払われず、

当該時点において当該株主の保有株式につき未払いの金額の払込み

に充当されるか、全額払込済みであるとして上記の割合で株主に割

当て及び分配される当社の未発行株式又は社債の全額の払込みに充

当されるか、又はそれぞれの一部に充当される。取締役は、当該決

議を実行する。 

 収益の還元に

関する権限 

     

 (b) 上記の決議が可決された場合、取締役は、当該決議に基づき還元さ

れる未配当収益の割当及び充当、並びに全額払込済株式及び社債

（もしあれば）の割当及び発行につき決定を行い、上記の実行に必

要な全ての行為及び事項を行う。取締役は、端株券の発行又は現金

による支払等により、取締役が端株単位の配当が可能な株式又は社

債につき適切だと考える措置をとることができる。また、取締役

は、配当につき権利を有する全株主を代表して当社と契約を締結す

る者を選任することもできる。当該契約は、還元によって当該株主

が権利を取得する、全額払込済であるとされる株式若しくは社債の

個別の割当、又は（場合により）当該株式又は社債に対し、還元さ

れる資本に係る株主の持分を充当することで会社が株主に代わって

行う、株主の既存の株式につき未払いの金額若しくはその一部の払

込みについて規定する。権限の下に締結された契約は有効であり、

全ての株主を拘束する。 

 間接的な権限 

    

 通知   

    

137. 通知、文書、又は情報は、当社から株主に対して以下の方法により、送達、

交付又は提供される。 

 通知及び／又

は文書の送達 

   

 (a) ハードコピーの形式で、直接交付、又は当該株主の最後の知られて

いる住所宛てに料金先払いの書簡の郵送。 

 

    

 (b) 電子的形式で、以下のいずれかの電子的手段。  

     

  (i) 当該株主の最後の知られている電子メールアドレスへの送

信。 
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  (ii) 当社のウェブサイト上での通知又は文書の公表。但し、ハー

ドコピー、電子メール、ショート・メッセージ・サービス、

又はその他の電子的手段による当該ウェブサイト上での通知

が、適用法令に従って行われていることを条件とする。 

  

      

  (iii) 株主によるアクセスのために安全な方法で情報を提供できる

当社又は第三者が管理するその他の電子プラットフォームの

使用。但し、当該電子プラットフォーム上での通知又は文書

の公開又は利用可能性についての通知が、ハードコピー、電

子メール、ショート・メッセージ・サービス、又はその他の

電子的手段により適宜提供されることを条件とする。 

  

      

 (c) 一部がハードコピー、一部は前述の電子的形式。   

     

 株主が、電子的手段により送達された通知、文書、又は情報のハードコピー

を要求した場合、当社は、当該要求を受領後、合理的に可能な限り速やか

に、ハードコピーを要求した株主に対して、かかるハードコピーを無償で送

付しなければならない。 

  

    

138. 預託機関に提供された株主の住所、電子メールアドレス、携帯番号及びその

他一切の連絡先情報は、株主に対する通知及び／又は文書の送達を含むがこ

れらに限定されない通信の目的上、それぞれ最後の知られている住所、電子

メールアドレス、携帯番号及び連絡先情報とみなす。 

 送達のための

最後の知られ

ている住所 

    

139. 通知又は文書は、以下の場合に、当社から株主に対して送達されたものとみ

なす。 

 送達が有効と

みなされる場

合 

    

 (a) 通知又は文書が郵送によりハードコピーで送付される場合は、当該

通知又は文書を含む料金先払いの書簡、封筒、又は包装紙が投函さ

れた日に送達されたとみなす。 

 

    

  郵送による当該送達の証明には、当該通知又は文書を含む書簡、封

筒、又は包装紙が株主宛てに投函されたことを証明する秘書役の書

簡が、かかる書簡、封筒又は包装紙がそのように宛てられ投函され

たことを証明するために充分である。 

 

     

 (b) 通知又は文書が電子的手段により送付される場合   

     

  (i) 電子メールによる送付の場合は、第 137 条、(b)、(i)に基づき

株主の電子メールアドレスに送信された時点で、確認が要求

されないことを条件として、当社は、電子メールが送信され

たことの記録を有しており、送信が拒否、フィルター、隔離

された場合、又は実際には送信されなかった場合でも、送信

が失敗した旨の通知を当社が受領しない限り、電子メールは

送信されたとみなす。 

  

      

  (ii) 当社のウェブサイト上での公表する方法により、通知又は文

書が当社のウェブサイト上で最初に公開された日に送達され

たとみなす。但し、ウェブサイト上での公表に関する通知

は、第 137条、(b)、(ii)に従って行われることを条件とする。 

  

      

  (iii) 当社又は第三者が管理する電子プラットフォームを通じて、

通知又は文書が当該電子プラットフォーム上で公開された日

に送達されたとみなす。但し、当該電子プラットフォーム上
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での通知又は文書の公表又は提供に関する通知が、第137条、

(b)、(iii)に従って行われることを条件とする。 

      

 第 139 条、(b)に基づく通知又は文書の送達が不成功に終わった場合、当社

は、送達不履行が発覚してから 2株式市場取引日以内に、本定款第 137条、

(a)に従って通知又は文書をハードコピーで送達することにより、代替的な

送達の手配をしなければならない。 

  

    

140. 当社は、株主の死亡又は破産によって当社の株式に係る権利を取得した者に

対し、株主に送付する必要のある通知及び／又は文書を送付することができ

る。当該通知は、当該権利者の氏名、死亡した株主の代理人若しくは破産管

財人の肩書き、又は同様の記述を付したうえ、当該権利者の最後の知られて

いる住所宛てに、死亡又は破産が発生していない場合と同様の方法で、通知

が行われる。法律、株式譲渡、相続等、又はその他の手段により、株式に対

する権利を取得した者は、当該株式に関して発行された全ての通知及び／又

は文書に拘束される。当該株式の保有者として株主名簿又は預託者名簿に登

録される以前に、当該株式の所有権の取得者が当該株式を取得する者から適

法に付与されている。 

 死亡又は破産

の場合の通知

及び／又は文

書 

 

    

141. (a) 全ての株主総会招集通知は、以下の者に対し、本定款に定める方法

により行われる。 

 通知を受領す

る権利を有す

る者 
    

  (i) 全ての株主  

     

  (ii) 全ての取締役  

     

  (iii) 株主総会招集通知を受領する権利を有していた株主の死亡又

は破産の結果、株式に係る権利を取得した全ての者 

 

      

  (iv) 当該時点の当社の監査役  

     

  (v) 証券取引所、及び当社の株式が上場しているその他の取引所

（もしあれば） 

  

      

 (b) 会社法又は本定款に規定のある場合を除き、上記以外の者は、株主

総会招集通知を受領する権利を有しない。 

  

     

 (c) 当社又は取締役を代理して送達される全ての通知は、取締役若しく

は秘書役又は当社の正当に授権された役員の名前を有し、取締役に

より正当に可決された決議に従って、当社の取締役会の命令により

発行される場合にのみ、発効する。 

  

     

 (d) 通知を受領する権利を有する者に対する総会の通知が偶発的に漏れ

たか、又は受領されなかった場合においても、当該総会における議

事は無効とされない。 

  

     

142. 裁判所が要求する、又はその他当社が株主若しくはそのいずれかに要求され

る若しくは送達することができる通知及び／又は文書のうち、本定款に明示

的に規定されていないもの、又は何らかの理由により本定款第 137条に記載

される方法により送達することができないものについては、公告により送達

される場合、充分に送達されたものとする。広告により送達することが要求

される、又は送達することができる通知及び／又は文書は、マレーシアで広

く流通している新聞に、国語又は英語で一度公告された場合、正式に公告さ

れたものとみなす。 

 広告による通

知及び／又は

文書の送達 
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 清算   

    

143. 当社が清算（当該清算が任意であるか、監督下にあるか、又は裁判所による

ものであるかは問わない。）する場合、清算人は、会社法に基づき、優先支

払金を含む当社の全ての債務の支払又は弁済後、当社の特別決議の裁可に基

づき、当社の資産の全部又は一部を、株主間で現物により分配することがで

きる。（当該資産が同種の財産で構成されるか否かは問わない。）また、清

算人は、上記の目的のため、分配される財産につき、清算人が適切と考える

価値を設定し、株主間又は各種種類株主間における、分配方法を決定するこ

とができる。清算人は、同様の裁可により、資産の全部又は一部を、清算人

が適切だと考える出資者のための信託に基づき、受託者に付与することがで

きる。但し、いかなる株主も債務のある株式及び有価証券の受領を強要され

ない。 

 現物による資

産の分配 

    

144. 本条が、特別な条件で発行された株式の保有者の権利を損なわない限り、以

下の規定が適用される。 

 資産の分配 

   

 (i) 当社の清算に際して、株主間で分配可能な資産が払込済資本の全額

を弁済するのに不十分である場合、当該資産は、損失が払込済資

本、すなわち清算開始時に保有株式数につき支払われるべきであっ

た金額に応じて負担される形で分配される。 

 

    

 (ii) 当社の清算に際して、株主間で分配可能な資産が清算開始時の払込

済資本の弁済額を上回った場合、その剰余金は、払込済資本、すな

わち清算開始時に保有株式数につき支払われるべきであった金額に

応じて分配される。 

  

     

 再構成   

    

145. 当社の事業の売却に際し、清算手続きに参加する取締役又は清算人は、特別

決議により授権された場合、マレーシアで設立されているか否かを問わず、

また、当社の財産の全部又は一部の購入のためにその時点で存在しているか

又は設立されるか否かを問わず、他の会社の全額払込済若しくは一部払込済

株式、社債又はその他の有価証券を対価として受領することができる。取締

役は当社の利益次第で、又は清算人は清算時において、当該株式、有価証券

若しくは当社の財産を換価することなく株主に分配、又はそれらのために信

託することができ、特別決議により、現金、株式若しくはその他の有価証

券、利益若しくは財産の分配又は充当について、当社の株主又は出資者の厳

密な法的権利に従うこと無く、また総会が承認する価格及び方法による当該

有価証券又は財産の評価について規定することができる。また、全ての株式

保有者は、株主総会で承認された評価額又は分配を受け入れる義務を負い、

これらに拘束されるものとし、これらに関する全ての権利を放棄するものと

する。但し、当社の清算が提案されているか、又は当社が清算中である場合

に限り、会社法の規定に基づく法定の権利（もしあれば）であって、本定款

によって変更又は除外することができないものを除く。 

 株式等を売却

の対価として

受領する権限 

    

 補償   

    

146. (a) 当社は、役員又は監査役として負う作為又は不作為の責任に関する

訴訟手続であって、当該役員又は監査役に有利な判決が下されたも

の、当該役員又は監査役が無罪とされたもの、当該監査役又は役員

が会社法に基づいて救済されたもの、又は当該訴訟手続が中断若し

くは遂行されなかったものに関して、当社の役員又は監査役が被っ

た費用を補償することができる。 

 役員及び監査

役の補償及び

保険 
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 (b) 会社法に従って、当社は以下を行うことができる。   

     

  (i) 以下に関して、当社の役員又は監査役に補償する。   

      

   (1) 役員又は監査役としての作為又は不作為につき、当社

以外の者に対して負う債務。 

  

       

   (2) 当該債務に関する請求又は手続の防御又は解決のため

に当該取締役、役員又は監査役が負担した費用。 

  

       

   (3) 会社法に基づく救済の申請に関連する費用。   

       

  (ii) 取締役の事前承認を得て、以下に関して当社の役員又は監査

役のための保険を行う。 

  

       

   (1) 取締役、役員又は監査役としての作為又は不作為に関

する民事責任。 

  

       

   (2) 当該責任に関する請求又は訴訟の防御又は解決のため

に当該役員又は監査役が負担した費用。 

  

       

   (3) 当該役員又は監査役が、その役員又は監査役としての

作為又は不作為に関連して、かかる者に対して提起さ

れた訴訟であって、かかる者が無罪と宣告されたか、

会社法に基づく救済が認められたもの、又は訴訟手続

が中断若しくは遂行されなかったものを防御するため

に負担した費用。 

  

       

 機密保持   

    

147. 会社法に規定されている場合を除き、いかなる株主も、当社の敷地若しくは

財産に立ち入り、これらを精査し、又は当社の営業に関連する可能性があ

り、取締役が当社の利益を鑑みて、公に告知するのが不適切と判断する企業

秘密又は秘法に該当する性質をもつ、当社の取引又はその他の事柄の詳細に

係る情報の開示を要求することはできない。 

 当社の機密情

報の発見 

    

 定款の変更又は修正   

    

148. 本定款に従うことを条件として、特別決議による場合を除き、本定款の改正

は、取消し、変更、又は追加によるかを問わず行わない。 

 当社は本定款

を変更又は修

正することが

できる 

    

 法律、規制及び規則の遵守   

    

149. 当社は、本定款に反するいかなる規定にも拘わらず、適用法令の規定を遵守

する。 

 適用法令の遵

守 

    

 上場規則の効力   

    

150. (a) 本定款に含まれるいかなる規定にも拘らず、上場規則がある行為を

禁じる場合、当該行為はなされてはならない。 

 上場規則の重

要な効力 

    

 (b) 本定款に含まれるいかなる規定も、上場規則が要求する行為を妨げ

ない。 

 

    

 (c) 上場規則が作為又は不作為を要求する場合、当該作為又は不作為  
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（場合による。）について許可が与えられる。 

    

 (d) 上場規則が本定款にある規定が含まれることを要求しているが、本

定款に当該規定が含まれていない場合、本定款は、当該規定を含む

ものとみなされる。 

  

     

 (e) 上場規則が本定款にある規定が含まれないことを要求しているが、

本定款に当該規定が含まれている場合、本定款は、当該規定を含ま

ないものとみなされる。 

  

     

 (f) 本定款のいずれかの規定が上場規則と矛盾し、又は矛盾することと

なった場合、本定款は、当該矛盾する限度において当該規定を含ま

ないものとみなされる。 

  

 




